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は じ め に 

 

厚生労働省では、国民一人ひとり、子どもや高齢者も含めた誰もが、家庭で、職場で、

地域で、活躍する場所があり、将来の夢や希望に向けて取り組む社会、「一億総活躍」

社会の実現を目指し、全省を挙げて取り組んでいるところです。 

四国地域を管轄する厚生労働省のブロック行政機関として、社会保障政策実施の国の

事務を担当する四国厚生支局においても、その一翼を担うべく、本年４月、支局内の体

制を拡充し、皆様が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、地域包括ケア

システム（医療、介護、介護予防、住まい、自立した日常生活の支援が包括的に確保さ

れる体制）の構築の推進を図るため、県に対する支援などの取組みを行っているところ

です。 

支局職員一同、「地域に根差した厚生支局」をモットーに、年金・健康福祉、医療指

導、麻薬取締の各部門における所管事務の実施を通して、四国で暮らす皆様の暮らしを

支え、四国地域の経済社会の発展に少しでも貢献していきたいと願っています。引き続

き、ご支援、ご協力をお願いします。 

本書は、平成２７年度の当支局の業務実績や関係資料を取りまとめたものです。本書

を通じて、当支局の業務運営の一端を知っていただければと思います。 

 

平成２８年９月 

厚生労働省 四国厚生支局長 

                               井原 辰雄 
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第１章 四国厚生支局の概要
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基本理念

行動指針

平成22年4月策定
平成25年4月改定

四国厚生支局は、国民一人一人が、健康で安心して充実した生活を送ることがで
きるよう、四国地方における実情を踏まえつつ、国の社会保障政策を着実に推進す
ることを通じて、将来にわたる国民生活の質の向上と社会経済の発展に寄与するこ
とをその使命としています。

Ⅰ 国民目線に立った行政運営

国の社会保障政策の効果が最大限発揮されるよう、広い視野、地域の
視点、国民の目線を重視して、所掌事務を適正かつ迅速に遂行します。

Ⅱ 公平公正な制度運営

常に高い倫理観と強い責任感を持ち、法令を遵守し、公平公正に制度
を運営します。

Ⅲ 広報広聴の推進

国民に対し分かりやすい情報提供を行うとともに、広く情報を収集・分析し、
必要な業務の改善に繋げ、国民との信頼関係の構築を目指します。

Ⅳ 業務改善・効率化

職員一人一人がたゆまぬ意識改革を行い、業務の改善と効率化に向け
て取り組みます。

Ⅴ 明るい職場づくりを通じた行政サービスの一層の向上

職員相互に尊重・協力し合う明るい職場づくりを進め、行政サービスの一
層の向上を図ります。

１ 基本理念・行動指針
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支 局 長

総務管理官

指導総括管理官

麻薬取締部長

企画調整課

年金管理課

地域包括ケア推進課

保険年金課

医 療 課

管 理 課

調 査 課

麻薬取締部
（調査総務課、捜査課、
情報官、指定薬物専門

官、鑑定官）

社会保険審査官室

各県事務所
（徳島・愛媛・高知）

総 務 課

【各部門の整理】
※この章以降で各部門にまとめている整理は以下のとおりです。

○ 年金・健康福祉部門・・・・・総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、
健康福祉課、地域包括ケア推進課、保険年金課、
社会保険審査官室

○ 医療指導部門・・・・・・・・・・管理課、医療課、調査課、指導監査課（香川）、
各県事務所（徳島・愛媛・高知）

○ 麻薬取締部門・・・・・・・・・・麻薬取締部

２ 組 織

指導監査課（香川）

平成28年4月1日現在

健康福祉課

年金管理官 年金審査課

※地域包括ケア推進課は、
平成28年4月新設
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〔総務課〕

■ 支局の総務、会計等

■ 支局職員の人事、給与、研修、福利厚生等

■ 国家試験の実施

■ 支局が保有する行政文書の情報公開等

■ 支局所管の国有財産の管理

〔企画調整課〕

■ 支局の所掌事務に関する総合的な企画、立案及び調整

■ 四国地方社会保険医療協議会の運営

〔年金管理課〕

■ 日本年金機構が行う各種業務の認可等

☆徴収職員・収納職員

☆滞納処分

☆立入検査等

☆受給権者及び被保険者調査

■ 日本年金機構が行う保険料等の収納事務の確認

■ 国民年金等事務取扱交付金等の審査

■ 厚生年金保険料等の納付猶予の許可

■ 社会保険労務士に関する業務

■ 年金委員に関する業務

■ 学生納付特例事務法人の指定

３ 主な業務
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〔地域包括ケア推進課〕 ※平成28年4月新設

■ 地域包括ケアシステムの構築の支援に関する企画、立案、総合調整

■ 地域包括ケアシステムの構築の支援及び普及・啓発

■ 介護保険法に基づく地域支援事業の把握、助言、支援

■ 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の普及・啓発及び各種事業の把
握、助言

〔保険年金課〕

■ 健康保険組合の行う業務についての認可、指導監督等

■ 全国健康保険協会支部の行う業務についての認可、指導監督等

■ 厚生年金基金、国民年金基金の認可、指導監督等

■ 確定給付企業年金、確定拠出年金（企業型）の認可、承認及び指導監督等

〔健康福祉課〕

■ 各種養成施設等の指定及び監督

■ 福祉、保健衛生関係の補助金の執行

■ 医療安全の普及・啓発

■ 民生委員等の委嘱等業務

〔年金審査課〕

■ 厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関するこ
と並びにこれに関する調査に関すること

■ 中国四国地方年金記録訂正審議会四国担当部会の運営
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〔指導監査課（香川県）〕

〔各県事務所（徳島県、愛媛県、高知県）〕

■ 所在県内の健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業、後期高齢者医療
制度の療養に関する指導監督

■ 所在県内の保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業
者、その他医療保険事業の療養担当者に対する指導監督、施設基準等の申請、
届出に関する手続きの取扱事務

■ 所在県内の柔道整復師の施術の受領委任に関する登録及び承諾等

■ 所在県に設置される四国地方社会保険医療協議会の部会の運営

〔調査課〕

■ 保険医療機関等管理システムの運用、情報の管理及び分析

■ 保険医療機関等の情報公開に関する業務

■ 医療指導部門の訴訟に係る業務の調整

〔医療課〕

■ 特定機能病院の立入検査（人員、構造設備、医療安全等）

■ 支局事務所等が行う指導監督に関する事務の指導監督

■ 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問事業者、その他医療
保険事業の療養担当者に対する監督

〔管理課〕

■ 医療サービスの指導監督の総合調整

■ 国民健康保険の保険者、後期高齢者医療広域連合及び国民健康保険団体連合会
の指導

■ 社会保険診療報酬支払基金支部の監督
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〔麻薬取締部〕

■ 不正薬物の取締り

■ 薬物鑑定

■ 医療用麻薬等の指導監督

■ 薬物乱用者対策・再乱用防止活動

■ 薬物乱用防止啓発活動

〔社会保険審査官室〕

■ 日本年金機構理事長が行った年金や健康保険の資格の処分決定に対する審査請
求の対応

■ 厚生労働大臣が行った年金の給付の処分決定に対する審査請求の対応

■ 全国健康保険協会各支部長が行った健康保険の給付の処分決定に対する審査請
求の対応

■ この他、健康保険組合や厚生年金基金、国民年金基金などが行った処分決定に

対する審査請求の対応
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平成１３年１月

中央省庁等改革基本法により、国の行政組織のスリム化、効率化を図ることとされた
ことから、厚生省と労働省が統合し、厚生労働省が設置されるとともに、併せて地方支
分部局についても、従来から設置されていた地方医務（支）局と地区麻薬取締官事務所
をブロック単位で統合して、全国に８カ所の地方厚生（支）局が設置されました。
新しく発足した四国厚生支局の分掌する事務については、従来の四国地方医務支局及

び四国地区麻薬取締官事務所の所掌事務に加え、社会保険に関する指導監督の業務等も
新たに所掌に加わることとなりました。
また、組織については、麻薬取締部、総務課、社会保険課、経営指導課、企画調整課、

職員課の１部５課体制となり、大幅な組織改正が図られました。

〔本省から移管された事務〕
・医師等の国家試験に関する業務
・国保の保険者・国保連合会の監督
・健康保険組合、厚生年金基金、国民年金基金等の監督

〔旧地方医務局、旧地区麻薬取締官事務所の事務〕
・国立病院及び国立療養所に関する事務
・麻薬等の取締に関する事務

支局の発足

平成１６年４月

旧地方医務（支）局が所管していた国立病院等に関する事務が「独立行政法人国立病院機構」に
引き継がれた結果、経営指導課、職員課、企画調整課が廃止されました。

また、新たに保健衛生、福祉関係補助金等の執行を行う保健福祉課が新設され、翌１７年には同
課に養成施設の指導監督等の業務も新たに移管されました。

４ 沿 革

平成２０年１０月

社会保険庁改革に伴い、これまで社会保険事務局において実施されてきた保険医療機関・保険
薬局に対する指導監査等の事務が移管され、医療法・健康保険法を含む総合的な医療行政を推
進等することとなり、組織を再編し、管理課・医療指導課・指導監査課及び各所在県内において、
保険医療機関等に対する指導監査等を実施する各県事務所（香川県を除く）が設置されました。

また、四国厚生支局の総合企画調整等を担当する企画調整課の新設のほか、保健福祉課から
健康福祉課および社会保険課から保険年金課への名称変更がされました。
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平成２２年１月

社会保険事務局において実施されてきた年金関係業務等の移管といった組織再編がされ、年金
管理課、社会保険審査官の設置のほか、医療指導課から医療課へ名称変更がされました。

平成２６年４月

保険医療機関等管理システムの運用、情報の管理及び分析、保険医療機関等に関連する情報公
開・訴訟業務等を担当する調査課が設置されました。

平成２７年４月

総務省の年金記録確認第三者委員会が行っていた年金記録の訂正について、法改正により厚生
労働省の業務となったことに伴い、厚生年金保険及び国民年金の被保険者等から提出された年金
記録の訂正請求に関する事務等を担当する年金審査課が設置されました。

平成２８年４月

今後の高齢化社会に向け、全国の市町村で地域包括ケアシステムを構築することが喫緊の課題
となっている中で、都道府県の市町村支援業務の円滑な実施に資することを目的に地域包括ケア
推進課が設置され、現在の体制となりました。
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高松サンポート合同庁舎 〒760-0019 香川県高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ3番33号
高松サンポート合同庁舎4階
（交通機関 ＪＲ高松駅 徒歩3分）

所属部署 電話番号 FAX番号

総務課・企画調整課 087-851-9565 087-822-6299

管理課・調査課 087-851-9501 087-822-6303

医療課 087-851-9502 087-822-6303

指導監査課 087-851-9593 087-823-8159

麻薬取締部
（薬物相談電話）

087-811-8910
(087-823-8800)

087-823-8810

高松シンボルタワー 〒760-0019 香川県高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ2番1号
高松シンボルタワー 9・10階
（交通機関 ＪＲ高松駅 徒歩3分）

所属部署 電話番号 FAX番号

年金管理課 087-851-9510 087-851-9512 9階

健康福祉課 087-851-9566 087-851-9512 9階

地域包括ケア推進課 087-851-9578 087-851-9512 9階

保険年金課 087-851-9562 087-851-9577 9階

年金審査課 087-851-9571 087-851-9508 10階

社会保険審査官室 087-851-9564 087-851-9508 10階

徳島事務所
〒770-0831 徳島県徳島市万代町3丁目5番地

徳島第2地方合同庁舎4階
（交通機関 ＪＲ牟岐線阿波富田駅

徒歩10分）

電話番号

088-602-1386

FAX番号

088-602-1672

愛媛事務所
〒790-0005 愛媛県松山市花園町3-21

朝日生命松山南堀端ビル7階
（交通機関 ＪＲ松山駅 徒歩15分

伊予鉄南堀端駅 徒歩2分）

高知事務所
〒780-0870 高知県高知市本町1-1-3

朝日生命高知本町ビル9階
（交通機関 ＪＲ高知駅 徒歩15分

土佐電鉄堀詰駅 １分）

電話番号

089-986-3156

FAX番号

089-986-3162

電話番号

088-826-3116

FAX番号

088-826-3112

５ 所在地
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第２章 業務の概要及び実績等
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（１）国家試験の実施に関する業務 

①業務概要 
四国厚生支局では、５種類（医師、助産師、保健師、看護師、薬剤師）の国家試験業務を担

当しています。 
国民の生命に直接影響を与える医療職種の資格に関わるものであり、公共性の高い業務です。 

○試験会場の確保 
○出願書類のチェック（受験資格審査、受験番号採番） 
○試験の実施（試験会場確保、監督員の配置、試験の進行、不正行為の防止） 
○合格発表 

 
②業務実績 
  平成２７年度の実施状況は次のとおりです。 

 

試験の種類 
試 験 日 

（平成２8 年） 
試験会場 

受験者数 合格率 

（名） （％） 

第 110 回医師 

2 月 6 日(土) 

サンメッセ香川 
 (91.5) 

90.8 
2 月 7 日(日) 579 
2 月 8 日(月) 

 

第 99 回助産師 2 月 17 日(水) 高松市総合体育館 81 
(99.8) 

100.0 

第 102 回保健師 2 月 16 日(火) 高松市総合体育館 483 
(89.8) 

92.5 

第 105 回看護師 2 月 14 日(日) 
サンメッセ香川 

高松大学 

 (89.4) 
85.5 

3489 

 

第 101 回薬剤師 
2 月 27 日(土) 

徳島文理大学 507 
(76.8) 

2 月 28 日(日) 61.3 
    （注）合格率の（  ）は全国平均 

 

 

 

 

 

 

１ 総務課 
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（２）行政文書の開示 

①業務概要 

行政機関等が保有する文書については、情報公開法に基づいて開示請求することができます。 

行政文書の開示請求が申請された場合には、行政文書を保有する担当部署と協力し、行政文 

書の写しの交付を行っています。なお、個人に関する情報などの不開示情報が記録されてい

る場合は不開示となります。 

 

②業務実績 

 平成２７年度の開示請求は、次のとおりです。 

 

部   門 件 数 

年金・健康福祉部門 0 
医療指導部門 67 
麻薬取締部門 0 
合計 67 
 

 

 
（3）国有財産の管理及び売却 

①業務概要 
国有財産については財務省が全般を総括していますが、管理処分については当該国有財産を

所管する地方厚生（支）局長が行っています。 
 

②業務実績 
地方社会保険事務局から承継した国有財産（１３物件）について、計画的な売却等に努め、

売却促進に向けた次のような取組を進めています。 
○物件の詳細な情報をホームページに掲載 
○現地案内看板の設置 
○関係機関（財務局、法務局、地方公共団体等）における売却情報の掲示等 
○近隣住民や近隣不動産業者に対する情報提供（チラシの配布活動） 
○期間入札及び先着順方式の活用 

その結果、平成２７年度までに１２物件の売却を行いました。残る物件は、高知県の１物件

となっています。 
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（１） 

 

 

（1）四国厚生支局の総合的な企画及び立案 

①業務概要 
企画調整課は、主に四国厚生支局の総合的な企画及び立案に関する業務を所掌し、厚生労働

省、関係機関との連絡調整や、支局内の調整・取りまとめを行っています。 
主な業務として、支局組織目標の策定、業務計画の取りまとめ、広報の推進、組織的な業務

改善に向けた取組、職員研修の企画などを行っています。 
 

 ②業務実績 
   ア 平成２７年度の広報会議等の開催状況 

会議名等 開催回数 

広報会議 1 回 

広報会議作業部会 4 回 

 
イ 平成２７年度の職員研修状況 

開催月 研 修 名 

平成２７年５月 危険ドラッグについて等（麻薬取締部による研修） 

６月 社会保障制度 

７月 個人情報保護制度 

８月 地域包括ケアシステムに関する研修 

９月 地域医療構想の取組みについて 

１０月 公務員倫理 

１１月 セクハラ・パワハラ対策 

平成２８年１月 財務諸表の基本分析（簿記の基本を含む） 

 

 

（２）四国地方社会保険医療協議会総会の運営 

①業務概要 
社会保険医療協議会法に基づき、四国厚生支局に「四国地方社会保険医療協議会」が設置さ

れています。協議会は、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消、保険医及び保険薬

剤師の登録の取消等について、厚生労働大臣（四国厚生支局長へ委任）の諮問に応じて審議・

答申するほか、自ら建議することができます。 
協議会は、「総会」と各県を担当する４つの「部会」で構成され、企画調整課は「総会」の

庶務を担当しています。具体的には四国地方社会保険医療協議会会長及び各委員への日程調整、

２ 企画調整課 
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各委員への総会開催前後での事務手続き等のほか、毎年１０月の任期満了（任期２年、毎年委

員の半数が改選）に伴う委員改選の調整及び申請手続き等を行っています。（「部会」の庶務

は、指導監査課及び各県事務所が担当しています。） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ②業務実績 

平成２７年度の総会開催状況は、次のとおりです。 
 

開   催 審 議 内 容 

第 1 回 

（3 月 30 日） 

・保険医療機関の指定の取消 

・保険医の登録取消 

 

 

（３）四国厚生支局に寄せられた「国民の皆様の声」に関する業務 

①業務概要 
「国民の皆様の声」は、厚生労働行政の政策改善につながるきっかけとなることから、国

民の皆様からの行政に関するご意見・ご要望等を受け付けています。 
四国厚生支局の各課、事務所に寄せられた「国民の皆様の声」については、取りまとめ、

支局内で情報共有するとともに、定期的に厚生労働省へ報告しています。 

なお、寄せられた「国民の皆様の声」については、厚生労働省のホームページで公表して

います。 

 

◆四国地方社会保険医療協議会の概要 
〔総会〕 

・委員定数：２０名 
・委員構成：支払側委員７名（保険者、被保険者、事業主を代表する委員） 

診療側委員７名（医師、歯科医師、薬剤師を代表する委員） 
公益委員６名（公益を代表する委員） 

・審議内容：保険医療機関及び保険薬局の指定の取消並びに保険医及び保険薬剤師の登

録の取消等 
〔部会〕 

・委員定数：８名 
・委員構成：支払側委員３名（保険者、被保険者、事業主を代表する委員） 

診療側委員３名（医師、歯科医師、薬剤師を代表する委員） 
公益委員２名（公益を代表する委員） 

・審議内容：保険医療機関及び保険薬局の指定（総会の事務事項を除く） 
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②業務実績 

平成２７年度に寄せられた「国民の皆様の声」は、次のとおりです。 

 

厚生労働省への報告 件数 

大臣官房地方課 1 
医 政 局 1 
健 康 局 1 
保 険 局 2 
年 金 局 3 

合 計 8 
 

 

（４）四国南海トラフ地震対策戦略会議への参画 

①業務概要 

四国管内では、東南海・南海地震への対策が急務となり、防災関係機関の情報共有及び施

策の連携・調整を図ることを目的に「四国東南海・南海対策連絡調整会議」が設置されまし

た。また、東日本大震災を踏まえ、四国地方における巨大地震に対する防災基本戦略の策定を

目的として連絡調整会議に学識経験者等を加えた「四国東南海・南海地震対策戦略会議」も設

置され、現在では、上記２会議は、「四国南海トラフ地震対策戦略会議」へ改組されていま

す。四国厚生支局では、四国南海トラフ地震戦略会議に参画し、地震防災対策の充実に向けて

取組んでいます。 

 
②業務実績 

「四国南海トラフ地震対策戦略会議」では、「四国地震防災基本戦略」が策定されています。

四国厚生支局では、「速やかに成果をあげるべき７つの施策」の中の「迅速な被災者支援並び

に地域の安全」の項目について、四国各県の被災者の支援対策に関し、情報共有を推進するた

めの取組みを進めています。 
       

    ◆開催状況（平成２７年度） 
    ・平成２７年５月 （香川県で開催） 
 
（５）四国地方産業競争力協議会への参画 

①業務概要 

四国地域の産業競争力強化に関する取り組みを国と地方が一体となって推進するととも

に、国の成長戦略等の政策に地域の実情を反映することで、取り組みの加速化を図り、もって

四国地域の持続的な発展を図ることを目的に、「四国地方産業競争力協議会」が２７名の委員

及び１３オブザーバー機関により設置されています。また、四国の産業競争力の強化に向け、

徳島県、香川県、愛媛県、高知県の４県の産業政策、四国経済連合会の「四経連ビジョン」、

国の地方支分部局の県域を越えた産業政策などの取り組みを更に加速させるために、「四国地
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方産業競争力協議会」において、平成２６年３月に「四国産業競争力強化戦略」が策定されま

した（平成２８年３月改定）。この戦略における重点戦略プロジェクトに基づき、取組みが進

められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②業務実績 

四国厚生支局は、四国地方産業競争力協議会にオブザーバー機関として参加し、国の地方

支分部局のとりまとめ役である四国経済産業局と連携し、適切な支援を実施しています。 
また、協議会の設置・運営状況等について厚生労働本省に情報提供を行っています。 
 
◆開催状況（平成２７年度） 
・平成２７年１１月 （高知県で開催） 
・平成２８年３月  （香川県で開催） 

  

◆四国地方産業競争力協議会の概要 
〔構成〕 

・委   員：四国４県知事、各県市町村代表、経営者等２７名 
・ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：国の地方支分部局等１３機関 
・目   的：四国地域の産業競争力強化に関する取り組みを国と地方が一体となって 

推進するとともに、国の成長戦略等の政策に地域の実情を反映すること 
で、取り組みの加速化を図り、もって四国地域の持続的な発展を図るこ 
とを目的に、設置・業務内容：四国地域の産業競争力強化に関する戦略 
の検討及び策定に関すること。戦略の推進状況の検証に関すること等。 
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（１）日本年金機構の徴収職員及び収納職員の認可 

①業務概要 
事業主の方が納める厚生年金保険等の保険料や自営業の方などが納める国民年金保険料（以

下「保険料」といいます。）の収納事務については、機構の「収納職員」が、また、その保

険料が納付されない場合の滞納処分については、機構の「徴収職員」が行うこととされてい

ます。 
この「徴収職員」及び「収納職員」の任命は機構理事長が行いますが、その任命に当たって

は、あらかじめ厚生労働大臣（地方厚生（支）局長に委任）の認可が必要とされています。 
四国厚生支局では、機構四国ブロック本部から各年金事務所等に配置する「徴収職員」及び

「収納職員」について認可申請があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 
 

②業務実績 
平成２７年度の徴収職員等の認可実績は、次のとおりです。 
 

平成2７年度 
実績 

認可内容 認可人数 
徴収職員の認可 45名 
収納職員の認可 44名 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆年金制度に関する管理・運営 

 

公的年金制度は、厚生労働大臣が財政責任・管理運営責任を負いつつ、一連の業務運営は日

本年金機構（以下「機構」といいます。）が実施しています。 

機構では、厚生労働大臣の直接的な監督の下、公的年金の適用や保険料の徴収、年金に関す

る相談や年金の決定を行っていますが、年金に関する事務に関して、行政が行う必要があると

された次の業務について、厚生労働省（四国厚生支局）が実施しています。 

３ 年金管理課 
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（２）日本年金機構が行う滞納処分等の認可及び確認 

①業務概要 
機構が保険料を滞納している厚生年金保険等の適用事業所や国民年金の被保険者に対し滞納

処分や財産調査を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣（地方厚生（支）局長に委任）の認

可が必要とされています。 
 
四国厚生支局では、機構本部（通常分（注 1））及び各年金事務所（緊急分（注 2）及び随時分（注

3））から認可申請があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 
 

（注1）毎月一定の時期を定めて行われ、機構本部で各年金事務所分を取りまとめ一括して認可申請される分で

す。 

（注2）事業の廃止や破産等で急を要するため、各年金事務所から個別に認可申請される分です。 

（注3）会計検査院から指摘された徴収不足保険料等で、各年金事務所から個別に認可申請される分です。 

 

  ②業務実績 

平成２７年度の滞納処分等の認可実績は、次のとおりです。 

 

平成2７年度 
実績 

認可内容 認可件数 
滞納処分等の認可（通常分） 44,460件 
滞納処分等の認可（緊急分） 26件 
滞納処分等の認可（随時分） 0件 

計 44,486件 

 
③実施結果 

機構で実施した滞納処分等については、機構本部で月単位として取りまとめを行い、翌月末

までに四国厚生支局に対し報告があり、四国厚生支局では、適正に滞納処分等が執行されて

いるかの確認を行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注1）認可書交付後に年金事務所が滞納処分等を行っている場合。 

（注2）認可書交付前に年金事務所が滞納処分等を行っている場合。 

平成 2７年度 
実施結果 

区 分 報告件数 

確認結果 
突 合（注 1） 2,398 件 
不突合（注 2） 0 件 

計 2,398 件 

差押等の

執行状況 

完 納 210 件 
分割納付 81 件 

処分続行中 2,107 件 

計 2,398 件 
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（３）日本年金機構が行う立入検査等の認可及び確認 

①業務概要 

機構が行う厚生年金保険等の未適用事業所への加入指導・立入検査又は適用事業所への

事業所調査（以下「立入検査等」といいます。）については、あらかじめ厚生労働大臣

（地方厚生（支）局長に委任）の認可が必要とされています。 

四国厚生支局では、機構四国ブロック本部から各年金事務所分を取りまとめた認可申請

（通常分（注1）及び緊急分（注2））があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 

 

（注１）毎月一定の時期を定めて行われ、機構四国ブロック本部から一括して認可申請される分です。 

（注２）国税局、全国健康保険協会及び従業員からの情報提供等により、各年金事務所において速やかに調査

等を行う必要がある場合、機構四国ブロック本部を経由して、認可申請される分です。 

 
②業務実績 

平成２７年度の立入検査等の認可実績は、以下のとおりです。 
 

平成２７年度 
実績 

認可内容 認可件数 
立入検査等の認可（通常分） 14,893件 
立入検査等の認可（緊急分） 13,651件 

計 28,544件 

 

③実施結果 

 機構で実施した立入検査等については、認可後１年（注 1）（認可有効期限）経過した時点で、

有効期限が経過した日の属する月の翌月２０日までに機構四国ブロック本部で取りまとめ、四

国厚生支局に対し報告があり、四国厚生支局にでは、適正に事業所の調査が実施されているか

の確認を行っています。 

 

平成 2７年度 
実施結果 

区 分 報告件数（注 2） 

立入検査等認可件数 26,555 件 

立入検査等 

実 施 件 数 

指摘有の事業所 4,295 件 
指摘無の事業所 18,064 件 

行方不明の事業所 10 件 
計 22,369 件 

未実施の事業所 4,186 件 

計 26,555 件 
（注 1）平成２６年度から認可有効期限が６か月から１年に延長されました。 

（注２）平成２７年度中に確認した平成２６年４月から平成２７年３月までの認可に係る実施結果です。 
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（４）日本年金機構が行う受給権者及び被保険者調査の認可及び確認 

①業務概要 
機構が行う受給権者及び被保険者に関する調査（以下「受給権者等調査」といいます。）に

ついては、あらかじめ厚生労働大臣（地方厚生（支）局長に委任）の認可が必要とされてい

ます。 
四国厚生支局では、機構四国ブロック本部から年金事務所分を取りまとめた認可申請（通常

分（注 1）及び緊急分（注 2））があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 
 

（注１）毎月一定の時期を定めて行われ、機構四国ブロック本部から一括して認可申請される分です。 

（注２）障害の状態を診断させる調査など、各年金事務所において速やかに調査等を行う必要がある場合、機

構四国ブロック本部を経由して、認可申請される分です。 

 
②業務実績 

平成２７年度の受給権者等調査の認可実績は、次のとおりです。 
 

平成2７年度 

実績 

認可内容 認可件数 
受給権者等調査の認可（通常分）  30件 
受給権者等調査の認可（緊急分） 5件 

計 35件 

   
③実施結果 

機構で実施した受給権者等調査については、機構四国ブロック本部で取りまとめ、毎年度終

了後の４月末までに四国厚生支局に対し報告があり、四国厚生支局では、適正に調査が実施

されているかの確認を行っています。 
 

平成 2７年度 

実施結果 

区 分 報告件数 

認可件数 35 件 

受給権者等調査の実施件数 21 件 
未実施件数 14 件 

計 35 件 
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（５）日本年金機構が行う保険料等の収納事務の確認 

  ①業務概要 
    四国厚生支局（年金管理課並びに各県事務所の指定された官職の職員）では、厚生年金保険

料等の領収済通知書の受領事務に関する歳入徴収官の代行機関として、受領事務を行う機構

事務センター職員（国の非常勤職員として任用）から日々報告される「領収済通知書受付日

計表」の内容を確認し、受領事務が適正に行われているかの確認を行います。 
    また、原則年１回、機構事務センターを巡回し、領収済通知書の受領事務が適正に行われて

いるかの確認を行います。 
 

②業務実績 
日々報告される「領収済通知書受付日計表」の内容を確認するほか、年金管理課並びに各県

事務所の指定された官職の職員が機構事務センター（管内４センター）に赴き、領収済通知

書の受領事務が適正に行われていることを確認しました。 

 

 

（６）国民年金等事務取扱交付金に関する業務 

①業務概要 

国民年金事業の円滑な実施を図るため、住民の一番身近な行政窓口である市町村へ国民年

金事業の事務を一部委託しています。当該事務の実施に要する費用については、国は一定の

基準に基づき、地方厚生（支）局が市町村からの申請を審査し、厚生労働省から資金交付さ

れています。 

 この国民年金等事務取扱交付金は、法律により市町村が法定受託事務を遂行するに当たっ

て必要な経費に対して交付するものと、法律に定めがないが、厚生労働省、機構及び市町村

との協力連携のもと事務を遂行するに当たって必要な経費に対して交付するものとの２つに

区分されています。 
 四国厚生支局では、市町村から提出のあった交付申請書及び各種報告書の内容を審査し、

厚生労働省（年金局）へ報告を行った後、厚生労働省（年金局）が資金交付を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
◆ 法定受託事務とは・・ 

国民年金法の規定により、市町村長によって実施される国民年金の事務（第１号被

保険者の資格の得喪、種別変更、氏名・住所変更等に関する届出受理の事務） 
 
◆ 協力・連携事務とは・・ 

法定受託事務と整理されなかった国民年金事務のうち、被保険者へのサービス向上

を図る観点から、厚生労働省、機構及び市町村との協力連携のもとに実施される国民

年金の事務（資格取得時における保険料の納付督励、口座振替、前納の促進のほか、

市町村で実施している年金相談業務などの事務） 
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 ②業務実績 
平成２７年度の交付実績は、次のとおりです。 
 

○法定受託事務に係る交付金                        （単位：千円） 

県 名 市町村数 交付決定額 概算交付額（注1） 精算交付額（注2） 

徳 島 県 24 151,728 99,028 52,700 
香 川 県 17 164,849 109,714 55,135 
愛 媛 県 20 259,851 174,653 85,198 
高 知 県 34 173,562 99,398 74,164 

計 95 749,990 482,793 267,197 
 

○協力・連携に係る交付金                         （単位：千円） 

県 名 市町村数 交付決定額 概算交付額（注1） 精算交付額（注2） 

徳 島 県 24 23,113 9,984 13,129 
香 川 県 17 33,088 17,752 15,336 
愛 媛 県 20 52,522 27,851 24,671 
高 知 県 34 21,578 11,159 10,419 

計 95 130,301 66,746 63,555 
 

（注１）概算交付額とは、前年度の交付実績及び年度当初の計画額の一定額を合わせ第1四半期から第3四半期

までに資金交付した額をいいます。 

（注２）精算交付額とは、年度末に国民年金等事務取扱交付金の交付額を決定し、その決定額からすでに資金

交付した第1四半期から第3四半期までの概算交付額を差し引いた額を第4四半期に資金交付した額をい

います。 

 

 

（７）日雇特例被保険者の適用及び徴収に関する交付金に関する業務 

①業務概要 
日雇特例被保険者に係る保険者の事務のうち、厚生労働大臣が行うこととされている日雇特

例被保険者手帳の交付等に関する事務は、法定受託事務として、厚生労働大臣が指定する市

町村（以下「事務指定市町村」といいます。）が行い、その事務に必要な費用は、厚生労働

省から資金交付されています。 
四国厚生支局では、管内９事務指定市町村より提出された交付申請書及び各種報告書の内容

を審査し、厚生労働省（年金局）へ報告を行った後、厚生労働省（年金局）が資金交付を行

います。 
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②業務実績 
平成２７年度の交付実績は、次のとおりです。 

                                          （単位：円） 

県 名 

（注） 

指定市町村数 申請市町村数 
交付額 

手帳交付等件数 金額（円） 

徳島県 6 5 21 1,666 
高知県 3 2 12 953 

計 9 7 33 2,619 
    （注） 香川県及び愛媛県には、事務指定市町村はありません。 

 

 

（８）厚生年金保険料等の納付の猶予の許可 

① 業務概要 
厚生年金保険料等については、納付義務者が災害等により、その財産について相当な損失を

受けた場合において、納付義務者がその納付すべき保険料等を一時的に納付することが困難

と認められる場合等に、納付を猶予することが認められています。 
（平成２４年１１月から厚生年金保険料等の納付猶予の権限が地方厚生（支）局に委任され

ています。） 
四国厚生支局では、機構四国ブロック本部から年金事務所分を取りまとめた納付猶予の申請

があった場合、当該申請の審査と許可を行っています。 
 
 

（９）社会保険労務士に関する業務 

①業務概要 
社会保険労務士法に関する業務のうち社会保険諸法令に関するものは、厚生労働大臣（地方

厚生（支）局長に委任）が行うものとされ、四国厚生支局では、次の業務を行っています。 
○社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査 
○社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等からの通

知の受理 
○社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令 
○社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査 
○社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告 
○社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞 
○全国社会保険労務士会が実施している社会保険労務士試験への協力等 
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＜参考＞四国厚生支局管内の社会保険労務士会会員数及び法人数 
                           （平成 2８年 3 月 31 日現在） 

県  名 
会員数（単位：人） 社労士 

法人数 開 業 法人の社員 勤 務 その他 計 
徳 島 県 120 5 29 19 173 2 
香 川 県 193 14 50 26 283 6 
愛 媛 県 264 19 42 28 353 10 
高 知 県 109 0 50 16 175 0 

計 686 38 171 89 984 18 
 

 

（10）年金委員に関する業務 

①業務概要 
年金委員は、年金事業の理解を高め、その円滑な運営を図ることを目的として機構が行って

いる公的年金制度の適用、給付、保険料その他の事項についての啓発、相談及び助言等の活動

（注１）を行っています。 
年金委員には、厚生年金保険の適用事業所の事業主が推薦し、委嘱される「職域型」の年金

委員（注 2）と、市町村等が推薦し、委嘱される「地域型」の年金委員（注 3）に区別され、いずれ

も厚生労働大臣が委嘱を行います。 
四国厚生支局では、事業主や市町村等より推薦のあった年金委員候補者に対して、委嘱に係

る審査、決定及び委嘱状の発行、年金委員証明書の発行等を行っています。 
平成２５年度より、多年にわたり政府管掌年金事業の推進・発展に貢献した者に対して、そ

の功績を称え労苦に報いるとともに、併せて政府管掌年金事業の一層の推進に寄与すること

を趣旨として、年金委員功労者厚生労働大臣表彰が行われています。 
 

（注1）年金委員は、機構と協力連携の下、厚生年金保険の適用事業所の事業主、被保険者及び地域住民に対し

て次の職務を行います。 

○ 機構が取り組む年金記録問題への対応についての協力及び支援 

○ 機構が実施する年金制度等に関する説明会及び普及啓発活動への協力 

○ 機構が発出する各種通知やお知らせ等に関する説明及び相談 

○ 各種届出手続きについての相談及び助言並びに適切な届出の励行 

○ 前各号に掲げるものの他、政府管掌年金事業の推進に必要な活動 

（注2）「職域型」の年金委員は、厚生年金保険の適用事業所に設置されており、設置数は常時３００人未

満の被保険者を使用する適用事業所については１名以上、常時３００人以上の被保険者を使用する

適用事業所については２名以上としています。なお、任期はありません。 

（注3）「地域型」の年金委員は、市町村または各種団体から推薦があった者について、委嘱を行っていま

す。なお、任期は３年です。 
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② 業務実績 
平成２７年度末現在の年金委員数は、次のとおりです。 

 （単位：人） 
県   名 年金事務所名 職 域 型 地 域 型 計 

徳 島 県 
徳 島 北 565 

19 1,204 徳 島 南 442 
阿 波 半 田 178 

香 川 県 
高 松 西 779 

67 2,562 高 松 東 871 
善 通 寺 845 

愛 媛 県 

松 山 西 718 

80 2,698 
松 山 東 445 
新 居 浜 591 
今 治 470 
宇 和 島 394 

高 知 県 

高 知 東 417 

13 1,287 
高 知 西 419 
南 国 227 
幡 多 211 

計 7,572 179 7,751 
 

    平成２７年度年金委員功労者厚生労働大臣表彰の実績は、次のとおりです。 

（単位：人） 

県   名 年金事務所名 表彰者数 備考 

徳 島 県 徳 島 北 1 職 域 型 

香 川 県 
高 松 東 1 職 域 型 

善 通 寺 1 職 域 型 

愛 媛 県 松 山 東 2 職 域 型 

高 知 県 南 国 1 職 域 型 

計 6  
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（11）学生納付特例事務法人の指定等 

①業務概要 

２０歳以上の大学生等の方は、国民年金に加入する義務がありますが、所得のない方が

保険料を納付できずに、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等

により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け取ることができなくなること等

を防止するため、ご本人からの申請により国民年金保険料の納付が一定期間猶予される

「学生納付特例制度」があります。 

 

この制度を活用するためにできるだけ申請のしやすい環境整備を行い、大学等が学生か

らの申請を代行できる「学生納付特例事務法人」の指定を行っています。 

四国厚生支局では、次の業務を行っています。 

○学生納付特例事務法人の指定及び指定の取消に係る審査及び決定 

○学生納付特例事務法人への改善命令 

○学生納付特例事務法人制度の普及・推進 

 

②業務実績 

平成２７年度は、平成２７年５月と「ねんきん月間」である１１月に、管内２８２校に

対して、「学生納付特例事務法人」の指定受諾に関する協力依頼、「学生納付特例制度」

等の公的年金制度の周知依頼及び機構職員による「年金セミナー」実施に関する協力依頼

の通知を送付しました。 

 

〇学生納付特例事務法人の指定について 

平成２７年度は、愛媛県で１校、高知県で１校の合計２校を新たに指定しました。 

 
県 名 指 定 校 名 指定年月日 

愛媛県 十全看護専門学校 27.7.6 

高知県 高知県立幡多看護専門学校 27.8.7 

 

    （注）高知県立幡多看護専門学校は、地方公共団体であるため、「学生納付特例事務取扱教育施設」として指

定しました。 
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（12）保険料納付確認団体の指定等 

①業務概要 

同種の事業や業務に従事する国民年金の被保険者を構成員とする団体等が、国民年金の

被保険者である構成員の委託に基づき、構成員の国民年金保険料の納付状況を確認できる

「保険料納付確認団体制度」があり、厚生労働大臣（地方厚生（支）局長に委任）が指定

を行っています。 

この制度は、団体等が年金受給権を確保することが目的であり、団体等が構成員へ国民

年金保険料の納付状況を通知するとともに、未納であれば自主的な納付を促すものです。 

 

 

（13）日本年金機構との協力・連携等 

①業務概要 

    機構が行う年金事業が適正かつ円滑に運営されるよう、機構との情報交換や共有化、また、

公的年金制度の啓発・普及を目的とした地域年金展開事業の協力・連携を行っています。 

 

  ②業務実績 

    公的年金制度関係の最近の動向や四国厚生支局及び機構の四国管内の業務状況などについ

て情報及び意見交換を行いました。また、地域年金展開事業への支援を行いました。 

   ○機構四国ブロック本部との事務打合せ会の実施・・・年６回 

   ○地域年金事業運営調整会議（各県代表年金事務所主催）への参加 

   ○地域年金展開事業の実施に係る協力・連携 

    ・・・管内の大学等に対する年金制度周知パンフレットの送付 

・・・管内の大学等に対する「年金セミナー」開催の要請 
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（１）年金記録の訂正請求に関する調査等の業務 

①業務概要 
日本年金機構年金事務所段階で訂正できない年金記録の訂正請求事案について、様々な関

連資料や周辺事情などを幅広く詳細に調査し、中国四国地方年金記録訂正審議会の答申に基づ

き、年金記録の訂正・不訂正を決定しています。 
  

②業務実績 
平成２７年度の業務実績は、次のとおりです。 
・訂正請求の受付・処理状況 

 
平成27年度 

国 民 年 金  厚生年金保険  計   

受 付 件 数 （※1） 13 99 112 

処 理 件 数 （※2） 14 102 116 

 

四国厚生支局で処理 10 43 53 

 訂 正 決 定 （※3） 0 12 12 

不 訂 正 決 定  10 31 41 

請 求 却 下  0 0 0 

日本年金機構で記録訂正 0 42 42 

訂正請求の取下げ等 4 17 21 

※1 受付件数は、平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月の間に四国厚生支局管内の年金事務所が訂正請求書を受理した件数です。 

※2 処理件数は、平成 27 年 3 月～平成 28 年 3 月に受け付けた訂正請求のうち、平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月の間に 

四国厚生支局が処理した件数、日本年金機構が記録訂正した件数及び訂正請求が取下げ等となった件数です。 

※3 訂正決定の件数は、請求内容の一部について訂正決定した事案を含みます。 

 

 

（２）中国四国地方年金記録訂正審議会（四国担当部会）の運営 

○業務概要 
    中国四国地方年金記録訂正審議会は、年金記録の訂正請求事案のうち、年金事務所段階で訂

正できない請求事案について中立的な立場で公平・公正な判断を行うため、中国四国厚生局

に設置されています。 
同審議会には四国を担当する部会が置かれ、弁護士、社会保険労務士、税理士などの専門家

が、一つ一つの請求事案について、年金記録を訂正すべきかどうかを審議して判断します。 
四国厚生支局では部会の運営をはじめ、委員に関する庶務等を行っています。 

 
  

４ 年金審査課 
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（１）各種養成施設等の指定及び監督 

①業務概要 
国民の健康や安全な生活の維持向上を図ることを目的として、一定の資格を有する人材を

育成する厚生労働省所管の各種養成施設等について、新規の指定（認定）及び変更等の申請を

受理し、審査を行うとともに、既指定（認定）の養成施設等について、指定（認定）規則及び

指導要領に適合した運営、教育がなされるよう、指導・監督を行っています。 

    なお、平成２８年３月３１日、指定保育士養成施設の指定・指導監督事務が都道府県に移譲

されました。 
 

○各種養成施設等の指定（認定）状況  

（平成２８年３月３１日現在。なお、指定保育士養成施設については、平成２８年３月３０日現在） 

施   設   種   別 課程（施設）数 

管理栄養士養成施設（注１） 4 (4) 
栄養士養成施設 6 (6) 
指定保育士養成施設 26 (23) 
科目確認大学等（社会福祉士） 17 (12) 
介護福祉士養成学校 7 (6) 
福祉系高等学校等 8 (8) 
あ・は・き 養成施設（注２） 1 (1) 

計 69 (60) 
（注１）管理栄養士の４養成施設は栄養士の資格も得られます。 

（注２）あ・は・き養成施設とは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設を略した表現です。 

（参考）次の養成施設の指定・指導監督事務については、平成２７年４月１日から都道府県に移譲されています。 

    理容師、美容師、調理師、社会福祉士（文科省と共管のものを除く）、介護福祉士（文科省と共管のもの

を除く）、介護福祉士実務者養成施設（文科省と共管のものを除く）、社会福祉主事、精神保健福祉士（文

科省と共管のものを除く）、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検

査技師、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、は

り師、きゅう師、柔道整復師、製菓衛生師、食品衛生管理者、食品衛生監視員 

 
②業務実績 

平成２７年度の指定等及び指導監督の業務実績は、次のとおりです。 
 
 
 

5 健康福祉課 
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○指定等に関する事務 

養 成 施 設 等 の 種 別 
指 定

(※) 

取 消 

(廃止) 

変 更 

承 認 
変 更 届 報 告 書 

管理栄養士養成施設  0 0   0 1 4 
栄養士養成施設 0 0  1 2 6 
指定保育士養成施設 1 0 10 7 25 
科目確認大学等（社会福祉士） 0 0 1 17  
介護福祉士養成学校 0 1 1 16 7 
福祉系高等学校等 4 2 1 12 10 
あ・は・き 養成施設 0 0 1 1 1 

計 5 3 15 56 53 
(※)平成２７年度中に指定手続きが終了した養成施設の数 

 
○指導監督に関する業務 

養 成 施 設 等 の 種 別 

対象施

設 数 

実施施 

設 数 

改 善 指 導 件 数 

該当施

設 数 

文  書 

指  摘 

口 頭 

指 摘 

管理栄養士養成施設 4 0 0 0 0 
栄養士養成施設 6 2 1 1 1 
指定保育士養成施設 23 11 13 7 6 
介護福祉士養成学校 6 2  1  0 1 
福祉系高等学校等 10 0 0 0 0 
あ・は・き 養成施設 1 0 0 0 0 

計 50 15 15 8 8 

 

 

（２）補助金等の交付 

①業務概要 
地方自治体を交付対象とする補助金等の執行事務のうち、結核医療費負担金や地方公共団

体が整備する社会福祉施設、保健衛生施設の施設・設備費の交付決定などの執行業務を行

っています。 
また、補助金等の交付を受けて取得した財産を交付の目的に反して使用する等の処分を行

うにあたっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づく厚生労働大

臣の承認が必要とされており、四国厚生支局では、補助金等で整備した施設・設備に関する

財産処分の承認審査を行っています。 
 

②業務実績 
平成２７年度の業務実績は、次のとおりです。 
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○補助金等の交付                           （単位：円） 

補助金等名称 交 付 目 的 交付決定額 

結核医療費負担金 

都道府県、保健所を設置する政令市及び特別区が行う従

業禁止・命令入所患者に対する医療に要する費用の一部

を負担する 

 
65,343,643 

 

結核医療費補助金 
都道府県、保健所を設置する政令市及び特別区が行う一

般患者に対する医療に要する費用等の一部を補助する 

 
5,815,772 

 

原爆被爆者健康診

断費交付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆者の健康診

断に要する費用並びに被爆者健康手帳の交付に要する費

用を交付する 

 
10,601,210 

 

原爆被爆者手当交

付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う医療特別手当、特別

手当、健康管理手当、保健手当並びに原子爆弾小頭症手

当の支給に要する費用並びに事務の処理に要する費用を

交付する 

648,649,098 
 

原爆被爆者葬祭料

交付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆者葬祭料支

給事業に要する費用並びに事務の処理に要する費用を交

付する 

 
20,619,439 

 

児童扶養手当給付

費負担金 

都道府県知事等が行う児童扶養手当の支給に要する費用

の一部を負担することにより、父と生計を同じくしてい

ない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に

寄与し、もって児童の福祉の増進を図る 

6,198,616,089 

児童入所施設措置

費等負担金 

児童入所施設への児童等の入所後の保護又は委託後の養

育につき、児童福祉施設最低基準を維持するために要す

る費用として、地方公共団体の支弁した経費に対し、国

が負担する 

3,585,210,166 
  

特別児童扶養手当

事務取扱交付金 

都道府県知事又は市町村長が、特別児童扶養手当等の支

給に関する法律に基づいて特別児童扶養手当の支給事務

を行うための経費を交付する 

 
32,627,482 

  

特別障害者手当等

給付費負担金 

都道府県市が行う特別障害者手当、障害児福祉手当等の

支給に要する費用の一部を負担することにより、精神又

は身体に重度の障害を有する者の福祉の増進を図る 

 
1,255,443,585 

 

婦人保護事業費負

担金 

「売春防止法」に基づき要保護女子についてその転落の

未然防止と保護更生を図ること及び「配偶者暴力防止

法」に基づき配偶者からの暴力被害者である女性の保護

等を目的とする 

 
33,797,915 
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補助金等名称 交 付 目 的 交付決定額 

婦人相談所運営費

負担金 
1,074,685 

婦人保護事業費補

助金 
21,036,125 

保健衛生施設等施

設整備費国庫補助

金 

農村検診センター、特定感染症指定医療機関施設等の施

設を整備し、地域住民の健康増進並びに疾病の予防及び

治療を行い、もって公衆衛生の向上に寄与することを目

的とする 

農村検診センター、特定感染症指定医療機関施設等の設

備を整備し、地域住民の健康増進並びに疾病の予防及び

治療を行い、もって公衆衛生の向上に寄与することを目

的とする 

139,906,000 
 

保健衛生施設等設

備整備費国庫補助

金 

41,033,000 

保健衛生施設等災

害復旧費補助金 

災害により被害を受け、その災害復旧に関し、厚生労働

大臣と協議して承認を得た施設の災害復旧事業に要する

費用等の一部を補助する 

0 

社会福祉施設等施

設整備費補助金 

社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部

を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図

ることを目的とする 

 
  545,327,000 

 
 

社会福祉施設等災

害復旧費補助金 

社会福祉法人等が整備した施設であって、暴風、洪水、

高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受け

た施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣等に協議して承

認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助するこ

とにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所

者等の福祉を確保することを目的とする 

0 
 

地域介護・福祉空

間整備等施設整備

交付金 

地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に

関する法律第4条に基づき、市町村が作成した市町村整

備計画に基づく事業又は事務の実施に要する経費に充て

るため、市町村に交付することにより、地域における公

的介護施設等の施設及び設備等の整備事業を推進するこ

とを目的とする 

 
166,297,000 

 

地域介護・福祉空

間整備推進交付金 
3,000,000 

次世代育成支援対

策施設整備交付金 

次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付

金に関する省令第1条第2項に規定する施設の新設、修

理、改造、拡張又は整備に要する費用の一部に充てるた

めに、国が交付する交付金であり、もって、次世代育成

支援対策を推進することを目的とする 

 
340,263,000 
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補助金等名称 交 付 目 的 交付決定額 

保育所等整備交付

金 

保育所等及び保育所機能部分の新設、修理、改造又は整

備に要する経費の一部に充てるために国が交付する交付

金であり、もって、保育所待機児童の解消を図ることを

目的とする 

1,142,063,000 

 

○財産処分の承認等 

区  分 処理件数 

財産処分承認申請      8 
包括承認事項における財産処分報告の受理      39 

計      47 

 

 

（３）医療安全の普及・啓発 

①業務概要 

厚生労働省では、医療の安全に関する取り組みの普及及び啓発に関する業務を所管し、毎年

１１月２５日を含む１週間を「医療安全推進週間」と位置づけ医療安全対策の推進を図って

います。 

四国厚生支局では、医療機関の管理者等の資質の向上を図るため、医療安全対策に関する知

識等の習得、討議等を行う「医療安全に関するワークショップ」を開催しています。 

 

②業務実績 

平成２７年１２月９日（水）から１０日（木）までの２日間において、医療安全管理者等の

資質向上を図るため、初日は講義形式で行い、二日目は受講生が積極的に参加することができ

るグループワーク研修を中心として「医療安全に関するワークショップ」を開催しました。 

 

開 催 日: 平成２７年１２月９日（水）～１２月１０日（木） 
場  所: サンポートホール高松 
参加者数:２６２名 
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   ○実施プログラム 

 プ  ロ  グ  ラ  ム 担 当 講 師 

一

日

目 

「医療事故事例分析の実際と対策立案、改

善、評価について」 

聖マリアンナ医科大学病院 

医療安全管理室 

副部長 竜 トシ子 

「患者・患者家族の視点から期待する医療安

全について」 

新葛飾病院 

医療安全対策室 

医療対話推進者 豊田 郁子 

「医療事故対応に関する病院の意識と医療事

故調査制度の展望」 

九州大学病院医療安全管理部教授・部長 

（公財）日本医療機能評価機構執行理事 

後 信 

「医療機関における医療安全研修の企画」 
パラマウントベッド（株） 

技術開発本部主席研究員 

杉山 良子 

 

二

日

目 

「安全文化の醸成『活用しよう、チーム

STEPPS』」 

愛媛大学医学部附属病院医療安全管理部 

ゼネラルリスクマネージャー 

 戸田 由美子 

 

補助講師 

 聖マリアンナ医科大学病院 

  竜 トシ子 

 総合病院岡山協立病院 

  佐藤 恭江 

 香川県立中央病院 

  高島 明美 

 香川県立中央病院 

  鳥山 宏美 

 香川大学医学部附属病院 

  松本 佐和子 

 国立病院機構愛媛医療センター 

  近藤 ヒロ子 

 国立病院機構東徳島医療センター 

  鳶ヶ巣 千代子 

 国立病院機構徳島病院 

  壽見 千代美 
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（４）民生委員等の委嘱等業務 

①業務概要 
民生委員は、都道府県知事（指定都市、中核市の長を含む。以下同じ。）の推薦によって厚

生労働大臣が委嘱し、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な

援助を行い、さらに、福祉事務所等関係行政機関に対する協力など、社会福祉の増進に努めて

います。 
また、民生委員は、児童委員を兼務することとされています。児童委員のうち主任児童委員

は、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が指名し、児童の福祉に関する児童相談所等関

係行政機関と児童委員との連絡調整や児童委員の活動に対する援助を行っています。 
民生委員及び児童委員の任期は、３年とされており、３年ごとに一斉改選が行われています。

（前回改選は平成２５年１２月１日に行われ、任期は平成２８年１１月３０日までです。） 
四国厚生支局では、民生委員及び児童委員の委嘱・解嘱、主任児童委員の指名並びに厚生労

働大臣表彰状及び感謝状の授与などの業務を行っています。 
 

（参考）四国厚生支局管内の民生委員数（平成28年3月31日現在） 

県   市 民生委員数 主任児童委員数 

県 

徳 島 県 1,820 180 
香 川 県 1,187 147 
愛 媛 県 2,347 295 
高 知 県 1,573  129 

中 

核 

市 

高 松 市 761 85 
松 山 市 900  86 
高 知 市 657 55 
計 9,245  977 

 
②業務実績 

平成２７年度の民生委員・児童委員の委嘱等の業務実績は、次のとおりです。 
 

区    分 処 理 件 数 

民生委員・児童委員の委嘱 141 
民生委員・児童委員の解嘱    143 
主任児童委員の指名 14   
厚生労働大臣表彰状の授与 19 
厚生労働大臣特別表彰の授与 9 
厚生労働大臣感謝状の授与 66 
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（５）医療観察法による移送 

①制度概要 
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、

心神喪失の状態（精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態）

で重大な他害行為（殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害）を行った者に対し、継

続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その

症状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、その社会復帰を促進することと

しています。 
この法律は、心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者であって、不起訴処分又は無罪等

の裁判が確定した者に対して、①適切な鑑定や専門家・関係者の意見を踏まえた裁判所にお

ける最も適切な処遇の決定、②国公立の指定入院医療機関における、症状に応じた適切な入

院処遇の実施、③指定通院医療機関における退院後の医療の継続及び保護観察所と都道府県

等の連携による実施計画に基づく観察・指導等の実施､④被害者等による裁判所の手続の傍聴

及び審判結果の通知などを行うこととされています。 
 

  ②業務概要 
地方厚生局は、①精神保健判定医及び精神保健参与員に関すること、②指定医療機関の指

定及び指導等に関すること、③指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定に関すること、

④地方裁判所の入所決定に基づく決定の執行及び入院決定又は通院決定を受けた者に対する医

療に関することを所掌しており、四国管内は中国四国厚生局が管轄しています。 
四国厚生支局では、四国管内における精神保健判定医及び精神保健参与員に関すること、対

象者の移送に関することに携わっています。 
 

③業務実績 

  平成２７年度の処遇決定状況は、次のとおりです。 

 

○処遇決定状況 

内  訳 件 数 

入院決定（移送） 7 
通 院 決 定 2 
不   処   遇 0 

計 9 
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（１）健康保険組合の行う業務についての認可、指導監督等 

①業務概要 
健康保険組合は、健康保険法に基づき国の健康保険事業を代行する公法人です。 
四国厚生支局では、健康保険事業を運営している健康保険組合の指導監督及び健康保険組合

に対する規約変更の認可等を行っています。 
また、健康保険組合の設立・解散及び合併等の事務指導を行っています。 
 
 
 
 
 
 

 
②業務実績 

平成２７年度は、８組合を対象に医療費の適正化による財政の健全化の観点から実地監査

を行いました。 
また、申請書等の業務実績は、次のとおりです。 

 
○申請書等の処理件数                    （単位：件） 

区  分 
規約改正等の 

認可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

健康保険組合 15 125 302 94 

 

 

（２）全国健康保険協会支部の行う業務についての認可、指導監督等 

①業務概要 
中小企業等のサラリーマン等が加入する健康保険は、全国健康保険協会が運営しており、都

道府県ごとに４７の支部が設置されています。 
四国厚生支局では、四国管内に所在する４支部の指導監督及び立入検査に係る認可等を行っ

ています。 
 

②業務実績 
平成２７年度は、全国健康保険協会支部の２支部について保険者機能の強化の観点から立入

検査を行いました。 
 

◆健康保険組合の状況（平成２８年３月末現在） 
 

○健康保険組合数     ２４組合 
○被保険者数     約９．３万人 

６ 保険年金課 
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○申請書等の処理件数   （単位：件） 

区  分 
立入検査等の 

認可 

全国健康保険協会 53 

 

 

（３）厚生年金基金の認可、指導監督等 

①業務概要 
厚生年金基金制度は、厚生年金の一部を国に代わって支給(代行部分)するとともに、厚生年

金基金ごとに定められた独自の上乗せ給付（プラスアルファ部分）を行う年金制度です。 
厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づき厚生労働大臣の認可を受け、特別の公法人として

制度の運営・管理を行っています。 
四国厚生支局では、厚生年金基金に対する認可、指導監督等を行っています。 
 
 
 

 
 
 
 

②業務実績 
平成２７年度は、１基金を対象に財政運営の適正化の観点から実地監査を行いました。ま

た、１基金を対象に財産目録等の承認申請に基づく実地監査を行いました。 
なお、申請書等の業務実績は、次のとおりです。 

 

○申請書等の処理件数                    （単位：件） 

区  分 
規約改正等 

の認可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

厚生年金基金 16 88 186 165 

 

 

（４）国民年金基金の認可、指導監督等 

①業務概要 
国民年金基金は、国民年金法に基づき厚生労働大臣の認可を受け都道府県ごと（地域型）や

業種別（職能型）に設立された公法人で、自営業者等の方々に老齢基礎年金に上乗せする給付

を支給する制度です。 
四国厚生支局では、国民年金基金に対する認可、指導監督等を行っています。 
 

◆厚生年金基金の状況（平成２８年 3 月末現在） 
 

○厚生年金基金数     ９基金 
○加入員数     約３．３万人 
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②業務実績 
平成２７年度は、国民年金基金の自立の推進を図る観点から、加入員確保事業の推進に重

点を置き、１基金に対し実地監査を行いました。 
また、申請書等の業務実績は、次のとおりです。 
 

○申請書等の処理件数                    （単位：件） 

区  分 
規約改正等の 

認可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

国民年金基金 0 25 38 14 

 

 

（５）確定給付企業年金、確定拠出年金（企業型）の認可、承認及び指導監督等 

①業務概要 
確定給付企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業所と信託会社・生保会社等が契

約を結び、母体企業の外で年金資産を管理・運用し年金給付を行う「規約型」と母体企業とは

別の法人格をもった基金を設立したうえで、基金において年金資産を管理・運用し年金給付を

行う「基金型」があります。 
確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任において運用の指図を

行い、高齢期において、その結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度

です。 
四国厚生支局では、確定給付企業年金、確定拠出年金（企業型）に係る認可、承認及び指

導監督等を行っています。 
 
 
 
 

 
 
 

②業務実績 
平成２７年度は、確定給付企業年金（基金型を含む。）の監査について、書面監査２６件、

実地監査３件を行いました。 

◆国民年金基金の状況（平成２８年 3 月末現在） 
 

○国民年金基金数     ４基金 
○加入員数     約１．２万人 

◆承認規約数の状況（平成２８年 3 月末現在） 
 

○確定給付企業年金（基金型を含む。）３４５規約 
○確定拠出年金（企業型）       ９８規約 
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また、申請書等の業務実績は、次のとおりです（確定拠出年金の新規承認規約数は３規

約。）。 
 

 ○申請書等の処理件数                     （単位：件）  

区  分 
規約(改正を含

む)の承認等 
届出等の受理 

大臣への提出

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

確定給付企業年金 14 245 244 22 

確定拠出年金 13 128   
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（１）国民健康保険の保険者等に対する技術的助言、指導監督 

①業務概要 
四国厚生支局管内の国民健康保険の保険者等に対し、国民健康保険事業の適正かつ安定的

運営の確保を図り、保険財政の健全化、医療費の適正化及び保健事業の充実に努めるよう、指

導監督を行っています。 
 

②業務実績 
  平成２７年度の業務実績は、次のとおりです。 

（単位：件） 

内   訳 
県 市町村 国保組合 国保連合会 

4 4 0 2 
 

 

（２）後期高齢者医療保険の保険者等に対する技術的助言、指導監督 

①業務概要 
四国厚生支局管内の後期高齢者医療保険の保険者等に対し、後期高齢者医療保険事業の適

正かつ安定的運営の確保を図り、保険財政の健全化及び医療費の適正化に努めるよう、指導監

督を行っています。 
 

②業務実績 
平成２７年度の業務実績は、次のとおりです。 

（単位：件） 
内   訳 

県 市町村 広域連合 国保連合会 

4 4 4 2 
 

 

（３）社会保険診療報酬支払基金支部の監督 

①業務概要 
四国厚生支局管内の社会保険診療報酬支払基金支部に対して、業務の適正かつ効率的な運営

を確保することを目的として監督を実施しています。 
 

②業務実績 
  平成２７年度の業務実績は、次のとおりです。 

内   容 件 数 
監査実施状況 2 支部 

７ 管理課 
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（１）特定機能病院に対する立入検査 

①業務概要 
医療法第２５条第３項の規定に基づき、特定機能病院が法令に規定された人員及び構造・

設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか等について検査するため、特定機能病院に対す

る立入検査業務を行っています。 
 

②業務実績 
平成２７年度の業務実績は、次のとおりです。 
 

内   容 件 数 
立入検査 8 件 

 
 

（２）保険医療機関等及び保険医等の指導監督 

①業務概要 
保険医療機関等及び保険医等に対する指導監査業務について、香川県については指導監査

課が担当し、徳島県、愛媛県及び高知県については、所在する県事務所が担当して実施してい

ますが、案件によっては、当課と共同して指導監査業務を実施しています。 
また、臨床研修指定病院、大学附属病院等の保険医療機関等に対して、厚生労働省、四国

厚生支局及び県が共同して行う特定共同指導や共同指導を実施しています。 
さらに、各県事務所等に対する連絡調整や業務指導・監督等を行い、当支局管内における

指導監査業務の円滑な実施に努めています。 
 

○四国厚生支局管内における指定・登録状況 （平成２８年３月３１日現在） 

区  分 
機関数 

（登録人数） 
備   考 

病院 470機関 （内、歯科併設62機関含む） 

医科診療所 2,879機関 （内、歯科併設26機関含む） 

歯科診療所 1,966機関  

薬局 1,837機関  

指定訪問看護事業者 347機関  

医師 13,688人  

歯科医師 3,475人  

薬剤師 9,524人  

柔道整復師 1,216人  

 

８ 医療課 
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②業務実績 
平成２７年度の業務実績は、次のとおりです。 

 

内   容 件 数 

特定共同指導 2件 

共同指導 8件 
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調査課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師及び指定訪問看護事業者等の医

療保険事業の療養担当者に係る情報の管理及び分析や四国厚生支局の医療指導部門の訴訟に

係る業務の調整を行っています。 

 

（１）保険医療機関等管理システムの運用、情報の管理及び分析 

○業務概要 
  健康保険法に基づく保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者の指定に係る情報や保 

険医療機関において診療に従事する保険医及び保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師

の登録に係る情報等について、保険医療機関等管理システムからデータを抽出し、四国厚生

支局のホームページに掲載しています。 
  また、個別指導において保険医療機関等に改善を求めた主な指摘事項についても、適正な保

険診療、診療報酬の請求に役立てていただく目的から、ホームページへの掲載を行っています。 
 

（２）保険医療機関等の情報公開に関する業務 

  ①業務概要 

    行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）に基づき、医療指導部門の保有 

する行政文書の開示請求について、対応を行っています。 

   

②業務実績 

    平成２７年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

 

部   門 件 数 

医療指導部門 67 
 

（３）医療指導部門の訴訟に係る業務の調整 

  ①業務概要 

    国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に基づき、四国厚生支 

局長が行った処分について、国を被告とする訴訟（医療指導部門に属するものに限る。）に

係る業務の調整を行っています。 

   

②業務実績 

    平成２７年度は、訴訟対応はありませんでした。 

    

 
 
 

９ 調査課 
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（１）保険医療機関等及び保険医等の指導監査等 

①業務概要 
ア 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に定められている保険診療（保険調剤）

の取扱い及び診療（調剤）報酬の請求等に関する事項について周知徹底し、保険診療

（調剤）の質的向上及び適正化を図ることを目的として、健康保険法等の規定に基づき、

保険医療機関、保険薬局、保険医及び保険薬剤師に対して指導を実施しています。 
イ 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」等に定められている指定訪問看

護の取扱い及び訪問看護療養費の請求に関する事項について周知徹底し、指定訪問看護

の質的向上及び適正化を図ることを目的として、健康保険法等の規定に基づき、指定訪

問看護事業者、訪問看護ステーションの看護師等に対して指導を実施しています。 
ウ 受領委任の取扱規程等に定められている保険施術の取扱い及び療養費の請求に関する

事項について周知徹底し、保険施術の質的向上及び適正化を図ることを目的として、厚

生労働大臣の通知に基づき、受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師に対して指導を

実施しています。 
 

なお、指導及び調査等から監査に至るものがありますが、その監査の結果に基づき、必要に

応じて保険医療機関・保険薬局、指定訪問看護事業者の指定の取消、保険医等の登録取消及

び柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いの中止の行政上の措置を行います。 
  

10 指導監査課及び各県事務所 

四国厚生支局管内４県について、香川県は指導監査課が、その他の県は各県事務所が

保険医療機関等の指導など、次の業務を行っています。 
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②業務実績 
ア 保険医療機関等の指導状況                                     （単位：件） 

 新規 

個別指導 
集団指導 

集団的 

個別指導 
個別指導 

徳 島 

医 科 ・ 病 院 0 115 8 5 
医科・診療所 9 622 28 18 

歯 科 8 452 32 16 
薬 局 22 439 31 15 

香 川 

医 科 ・ 病 院 1 98 5 4 
医科・診療所 8 726 23 22 

歯 科 13 493 30 19 
薬 局 27 569 40 21 

愛 媛 

医 科 ・ 病 院 0 147 10 6 
医科・診療所 11 1,012 39 38 

歯 科 9 659 54 29 
薬 局 30 591 43 22 

高 知 

医 科 ・ 病 院 0 137 9 5 
医科・診療所 4 444 22 10 

歯 科 10 392 30 13 
薬 局 15 424 30 15 

計 

医 科 ・ 病 院 1 497 32 20 
医科・診療所 32 2,804 112 88 

歯 科 40 1,996 146 77 
薬 局 94 2,023 144 73 

 

イ 指定訪問看護事業者の指導状況    （単位：件） 

 集団指導 個別指導 

徳 島 3 0 
香 川 5 1 
愛 媛 15 0 
高 知 5 0 

計 28 1 
 

ウ 柔道整復師の指導状況        （単位：件） 

 集団指導 個別指導 

徳 島 31 0 
香 川 46 2 
愛 媛 32 0 
高 知 8 2 

計 117 4 
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（２）保険医療機関等における施設基準等の調査 

①業務概要 
保険医療機関及び保険薬局は、「施設基準」（従事者数、施設・設備等に関して厚生労働

大臣が定めた基準）を満たすことにより、所定の診療（調剤）報酬を算定できます。 
四国厚生支局では、保険医療機関等から提出された施設基準に係る届出の審査、受理及び

受理後の調査等の業務を行っています。 
 

②業務実績 
○適時調査の状況                            （単位：件） 

 医科・病院 医科・診療所 歯 科 薬 局 

徳 島 38 0 0 0 
香 川 31 9 0 0 
愛 媛 41 0 0 0 
高 知 37 7 0 0 

計 147 16 0 0 
 

 

（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録 

①業務概要 
健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者の指定を行います。 
また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は保険薬局において健康保 

険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録を行うとともに、柔道整復師の受

領委任に係る業務の契約等に基づく登録を行います。 
 

②業務実績 
ア 保険医療機関等の指定状況                        （単位：件） 

 医 科 歯 科 薬 局 

指 定 廃止等 
27年度 

末現在 
指 定 廃止等 

27年度 

末現在 
指 定 廃止等 

27年度 

末現在 

徳 島 90 107 751 60 55 456 68 62 388 
香 川 119 119 796 67 66 500 75 77 514 
愛 媛 161 160 1,211 100 96 716 82 72 562 
高 知 74 79 591 50 48 382 72 76 373 

計 444 465 3,349 277 265 2,054 297 287 1,837 
   注）指定欄は新規、更新の、廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。 
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イ 指定訪問看護事業者の指定状況         （単位：件） 
 

指 定 廃 止 辞 退 
27年度末 

現在 

徳 島 9 4 0 77 
香 川 15 2 0 71 
愛 媛 15 3 0 139 
高 知 7 1 0 60 

計 46 10 0 347 
 

ウ 保険医等の登録状況                                              （単位：件） 
 

新規登録 抹 消 等 
異    動 

27年度末現在 
転 入 転 出 

徳 島 

医 師 56 12 102 97 3,149 
歯 科 医 師 32 4 21 45 965 
薬 剤 師 44 1 39 44 2,222 

香 川 

医 師 62 15 120 151 3,299 
歯 科 医 師 5 10 28 12 854 
薬 剤 師 63 2 87 66 2,563 

愛 媛 

医 師 82 16 139 174 4,578 
歯 科 医 師 5 15 26 11 1,062 
薬 剤 師 67 0 67 49 2,714 

高 知 

医 師 59 6 119 124 2,662 
歯 科 医 師 4 2 9 3 594 
薬 剤 師 37 1 29 36 2,025 

計 

医 師 259 49 480 546 13,688 
歯 科 医 師 46 31 84 71 3,475 
薬 剤 師 211 4 222 195 9,524 

    注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。 

 

エ 柔道整復師(施術所)の届出・申出状況         （単位：件） 
 届出・申出 廃 止 27年度末現在 

徳 島 20 23 277 
香 川 47 30 413 
愛 媛 52 25 335 
高 知 19 20 211 

計 138 98 1,236 
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（４）四国地方社会保険医療協議会各県部会の運営 

①業務概要 
四国地方社会保険医療協議会議事規則に基づき、保険医療機関又は保険薬局の指定について

審議するための四国地方社会保険医療協議会部会を各県に設置し、庶務を行っています。 
 

②業務実績 

四国地方社会保険医療協議会各県部会の開催状況・・・１２回（月 1 回） 

※実績は平成 27 年４月１日から平成 28 年３月３１日までの分です。 
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○ 社会保険各法による保険者が行う処分決定への不服申立の審査請求決定事務 

①業務概要 
社会保険審査官は、社会保険各法（健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法、

年金給付遅延加算金支給法、石炭鉱業年金基本法）に基づく資格や給付、保険料（ただし、

国民年金に限る。これ以外の保険料は直接社会保険審査会へ再審査請求を行う。）に関して、

保険者（日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金、企業年金連合会、

石炭鉱業年金基金、国民年金基金、厚生労働大臣）が決定する処分の変更を求める審査請求

事務を取り扱っています。 
 

②業務実績 
    平成２７年度の審査請求は、５７０件を受け付けました。 
    また、審査請求の処理件数は、次のとおりです。 
 

○処理状況                               （単位：件数） 
前年度より 

繰越 
受付 処理 取下げ 移送 

翌年度へ 
繰越 

28 570 563 11 1 23 

    

    ※上記の件数の内、平成 27 年４月の年金額改定の取り消しを求める審査請求の件数は、 

275 件です。 

    ※移送件数とは、他の厚生局扱分が提出された場合に管轄厚生局へ移送した件数です。 

  

１１ 社会保険審査官室 
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（１）不正薬物の取締り 

  ①業務概要 
ア 不正薬物の取締り 

麻薬取締部は、薬物犯罪の捜査を行う機関です。同部に所属する麻薬取締官が、麻薬及

び向精神薬取締法第５４条の規定に基づき、厚生労働大臣の指揮監督を受け、刑事訴訟法

の規定による司法警察員として、次の法律で規定される不正薬物の取締りを行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
イ 各取締機関との連携 

毎年、関係機関の担当者が出席する「四国地区麻薬取締協議会」を開催しています。 
また、取り扱った薬物事犯の性質、内容によっては、適宜、関係機関（警察、税関等）

と情報交換、合同捜査を行っています。 
 

②業務実績（平成２７年１～１２月） 
ア 不正薬物の取締件数等 

                       
              
           
                 
                        
 
 

 
 
 
 

 検挙件数  検挙人員 
麻薬及び向精神薬取締法違反 1 件 1 名 
大麻取締法違反  5 件 6 名 
覚せい剤取締法違反 13 件 14 名 
麻薬特例法違反 1 件 3 名 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律違反

（旧薬事法としての違反を含む）  

9 件 8 名 

計 29 件 32 名 

１２ 麻薬取締部 

〔薬物関連五法〕 

○麻薬及び向精神薬取締法：ヘロイン、コカイン、ＭＤＭＡ、ＬＳＤ、向精神薬等 
○大麻取締法 ：大麻、大麻樹脂・大麻オイル等の大麻濃縮物 
○あへん法  ：あへん、けし、けしがら 
○覚せい剤取締法：覚醒剤、覚醒剤原料 
○麻薬特例法 ：業として行う薬物の密輸密売やマネー・ロンダリングの処罰、 

薬物犯罪収益の没収等 
〔その他〕 

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律：指定薬物 

○刑法：第２編第１４章 あへん煙に関する罪 
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（押収物）  
コカイン      0.24g 

ケタミン      7.36ml 

向精神薬      18.5 錠 

乾燥大麻           19.899ｇ 

大麻草        99 本 

覚醒剤       0.642g 

指定薬物（植物片） 5.845g 

（液体）  20.47ml  59.6g 

 
   イ 各取締機関との連携 

平成２７年度は、６月９日に香川県高松市において「四国地区麻薬取締協議会」を開催し、

厚生労働省、法務省、財務省、警察庁、海上保安庁、高松高等検察庁、地方検察庁、税関、

海上保安本部、県警察本部及び米国取締機関等３０機関５３名が出席し、各機関の活動状況、

取締りの実情等の情報交換を行うとともに、薬物犯罪の手口や裁判例の分析及び捜査上の留

意点について討議等を行い、関係機関相互の連携を図りました。 
 
   ウ 合同捜査 
     香川県警察本部等と合同捜査を行い、平成２７年中に、覚せい剤取締法違反被疑事件等と

して７件１０名を検挙しました。 
     また、神戸税関坂出税関支署と協力して捜査を行い、平成２７年中に、医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被疑事件として、３件３名を検挙し

ました。 
 
 
（２）薬物鑑定 

  ①業務概要 
麻薬取締部の鑑定官が最新の分析機器を駆使して、押収した証拠品を科学的かつ中立的な立

場から鑑定しており、薬物犯罪を立証する上で中核となる業務です。 
なお、押収した証拠品の鑑定結果を記載した鑑定書は、裁判において科学的に証明された重

要な証拠として採用されます。 
鑑定の主な業務は、以下のとおりです。 

○押収した薬物の鑑定 
○薬物使用の証明に係る生体試料（尿、汗、毛髪）の鑑定 
○注射器、パイプ、秤量器具等の関係押収品に係る付着物の鑑定 
○迅速かつ信頼性の高い鑑定手法の開発、新たな規制薬物に係る分析法の研究 

 
  ②業務実績（平成２７年１～１２月） 

鑑定官が受理した鑑定嘱託件数は、２８１件（検体数：４２４検体）です。 
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（３）医療用麻薬等の指導・監督 

  ①業務概要 
ア 許認可 

麻薬、向精神薬等は、中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼす物質であり、その

使用方法を誤ると危険な薬物ですが、すぐれた鎮痛、鎮静効果等を有しているものがあり、

医薬品として必要不可欠なものです。 
これら薬物の適正な取扱いを確保するため、使用及び流通を正当な目的（医療又は学術

研究）に限定した上、その取扱者を免許、許可、届出制とすることで、不正ルートへの横

流し等を無くし、国民の健康被害を未然に防止しています。 
麻薬取締部は、これら免許等申請にかかる書類審査や現場確認等の業務を行います。 
また、特定の麻薬等原料物質については、外国において麻薬等密造の原料に用いられて

いることから、これらの原料を日本から輸出するにあたっては、輸入国政府宛の事前通報

や外国政府からの事前通報に対する回答事務を行い、正規の取引であることを確認してい

ます。 
なお、第５次地方分権一括法の施行にともない、平成２８年４月１日、これまで所管し

ていた麻薬小売業者間譲渡許可に関する権限が各県に移譲されました。 
    

イ 立入検査 
麻薬、向精神薬等を正規に取り扱う業者や医療機関等に対する指導・監督については、

その業務所等への立入検査を実施することが最も効果的であるため、従来から各県の麻薬

取締員や保健所職員と協力して立入検査を行い、麻薬取扱者等に対する行政指導を行って

います。 
 

②業務実績（平成２７年１～１２月） 
ア 許認可件数 

    
       

 
 
 
 
 
 

イ 立入検査 
麻薬関係 件 数 
麻薬輸入業者 1 件 
麻薬輸出業者 1 件 
麻薬製剤業者 1 件 
家庭麻薬製造業者 2 件 

 件 数 
麻薬関係 110 件 
向精神薬関係 3 件 
麻薬向精神薬原料関係 9 件 
覚醒剤・大麻関係 0 件 
けし関係 1 件 

計 123 件 
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麻薬関係 件 数 
麻薬卸売業者 6 件 
麻薬小売業者 32 件 
病院・一般診療所 61 件 
飼育動物診療施設 20 件 
麻薬研究者 6 件 

計 130 件 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）薬物乱用者対策・再乱用防止活動 

薬物相談電話（TEL 087－823－8800）を設置し、薬物乱用者やその家族等からの相談に応

じています。薬物乱用者やその家族等が希望した場合は、独自の再乱用防止対策プログラムも

実施しています。 
また、薬物中毒者に対しては、各県の麻薬取締員等と協力し、再び薬物に手を出さないよ

う必要な助言・指導を行っています。 
さらに、薬物依存・中毒者の治療、社会復帰支援に携わる関係機関（医療機関、行政機関

等）の専門職員による取組みについて、情報・意見交換を通じて、相談業務の充実、地域にお

ける関係機関の連携強化を図っています。 
平成２７年度は、９月２９日に香川県高松市で「中国四国地区薬物中毒対策連絡会議」を

開催し、精神保健福祉センター、精神保健指定医、保護観察官、刑務官、保健所職員等が情

報・意見交換を行いました。翌９月３０日に香川県高松市で「中国四国地区再乱用防止対策講

向精神薬関係 件 数 
向精神薬輸入業者 1 件 
向精神薬製造製剤業者  4 件 
免許みなし卸売販売業者 7 件 
免許みなし薬局   31 件 
病院・一般診療所・歯科 69 件 
飼育動物診療施設  19 件 

計 131 件 

 
覚醒剤関係 件 数 
覚せい剤研究者 1 件 
覚せい剤原料取扱者 6 件 
薬局 28 件 
病院・診療所 44 件 
飼育動物診療施設  14 件 

計 93 件 
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習会」を開催し、地域住民を対象に、地域全体の再乱用防止に関する知識の向上、薬物中毒・

依存症に対する理解の普及を図りました。これらの会議は、中国厚生局管内と四国厚生支局管

内で毎年交互に開催しています。 
 
 

（５）薬物乱用防止啓発活動 

①薬物乱用防止教室等への講師派遣（平成２７年１～１２月） 
薬物乱用を防止するためには新たな乱用者を生まない社会環境を構築する必要があり、そ

のために薬物に手を出す前の青少年に対する広報啓発として学校、ＰＴＡ、各種団体等が主催

する薬物乱用防止教室等に講師として職員を派遣しています。 
また、保健所やその他公的機関等からも依頼を受け、講師として職員を派遣しています。 

     
○業務実績（平成２７年１～１２月） 

講演実施状況 件 数 対象人員 
小学校・中学校・高等学校・大学等 17 件 4,978 名 
教育委員会等（教育関係） 2 件 280 名 
保健所等 8 件 540 名 
その他公的機関等 12 件 1,374 名 

計 39 件 7,172 名 

 
②「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

２０１９年（平成３１年）までに薬物乱用を根絶することを目指すとした「新国連薬物乱

用根絶宣言(2009～2019 年)」への支援事業の一環として、官民一体となり、国民一人一人の

薬物乱用問題に対する認識を高め、国内外における薬物乱用防止に資するための活動を行って

います。 
（平成２７年度運動期間：６月２０日～７月１９日） 

 
③不正大麻・けし撲滅運動 

あへん法で「けし」、麻薬及び向精神薬取締法で「ハカマオニゲシ」、大麻取締法で「大

麻」が規制されていますが、自生の大麻やけし等が薬物乱用者の間で不正に流通し悪用される

ことがないよう、けしの開花時期や大麻の生長期に合わせ、不正大麻・けし撲滅運動を実施し、

関係機関等に対してポスター、リーフレット等を配付するとともに、管内各県、保健所職員等

と協力して不正大麻・けしの発見・除去を行っています。 
（平成２７年度運動期間：５月１日～６月３０日） 

 
④麻薬・覚醒剤乱用防止運動 

厚生労働省と各都道府県が共催して国民の薬物乱用防止に対する意識を深めるため、地域

団体を加え麻薬・覚醒剤乱用防止運動を行っています。 
平成２７年度は、１１月２５日に徳島県徳島市において、「麻薬・覚醒剤乱用防止運動徳
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島大会」を開催し、参加者一人ひとりに薬物乱用による危害を認識させるともに、乱用防止に

対して積極的な姿勢を喚起しました。この大会は、中国厚生局管内と四国厚支生局管内で毎年

交互に実施しています。 
（平成２７年度運動期間：１０月１日～１１月３０日）   
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第３章 資料編
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○人口

○面積

○人口密度

○平均寿命（男・女）

○出生率

○死亡率

○高齢化率

○国民医療費

○病床数（病院・一般診療所）

○人口10万対病床数（病院・一般診療所）

１ 四国４県の概要
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○四国4県の概要データ

年　度 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 全　国

2010 785,491 995,842 1,431,493 764,456 128,057,352 「平成22年国勢調査」総務省統計局

2010 4,146.67 1,876.53 5,678.18 7,105.16 377,950.10 「平成22年国勢調査」総務省統計局

2010 189.4 530.7 252.1 107.6 343.4 「平成22年国勢調査」総務省統計局

2010 79.44 79.73 79.13 78.91 79.59 「平成22年都道府県生命表」厚生労働省統計情報部

2010 86.21 86.34 86.54 86.47 86.35 「平成22年都道府県生命表」厚生労働省統計情報部

2014 7.2 8.0 7.5 6.8 8.0 「平成26年人口動態統計」厚生労働省統計情報部

2014 13.0 11.8 12.6 13.6 10.1 「平成26年人口動態統計」厚生労働省統計情報部

2014 30.1 29.2 29.7 32.1 26.0

2011 359,100 349,700 341,100 398,400 301,900 「平成23年度国民医療費」厚生労働省統計情報部

2014 14,845 15,102 22,579 18,320 1,568,261

2014 2,137 1,921 3,315 1,495 112,364

2014 1,943.1 1,539.4 1,618.6 2,482.4 1,234.0

2014 279.7 195.8 237.6 202.6 88.4
人口10万対病床数
（一般診療所）

人口10万対病床数
（病院）

「平成26年医療施設（動態）調査・病院報告の概況」厚生労働省統計情報部

「平成26年医療施設（動態）調査・病院報告の概況」厚生労働省統計情報部

平均寿命〔男〕（歳）

平均寿命〔女〕（歳）

国民医療費（円）
（人口1人当たり）

出生率
（人口千人当たり）

死亡率
（人口千人当たり）

高齢化率

病床数
（病院）

病床数
（一般診療所）

「平成26年医療施設（動態）調査・病院報告の概況」厚生労働省統計情報部

「平成26年医療施設（動態）調査・病院報告の概況」厚生労働省統計情報部

『「平成26年人口推計」総務省統計局』をもとに四国厚生支局が作成

四国４県 備　　　考

人　口（人）

面　積（ｋ㎡）

人口密度（人）
（総面積１㎞2当たり）
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【総務課】 ○国家試験の状況
○行政文書の開示請求状況

【企画調整課】 ○四国地方社会保険医療協議会（総会）の開催状況
○「国民の皆様の声」の状況

【年金管理課】 ○日本年金機構の徴収職員及び収納職員の認可状況
○日本年金機構が行う滞納処分等の認可及び確認状況
○日本年金機構が行う立入検査等の認可及び確認状況
○日本年金機構が行う受給権者及び被保険者調査の認可
　及び確認状況
○国民年金等事務取扱交付金の交付状況
○日 雇特例被保険者の適用及び徴収に係る交付金の交付状況等
○社会保険労務士会員数
○年金委員数
○学生納付特例事務法人指定状況

【年金審査課】 ○訂正請求の受付・処理状況

【健康福祉課】 ○各種養成施設等の指定（認定）状況
○財産処分の処理状況
○民生委員数の状況
○医療観察法の移送状況
○補助金等の交付決定状況

【保険年金課】 ○健康保険組合の認可等状況
○全国健康保険協会の認可等状況
○厚生年金基金の認可等状況
○国民年金基金の認可等状況
○確定拠出年金、確定給付企業年金の認可等状況

【管理課】 ○国民健康保険の保険者等の指導監査状況
○後期高齢者医療保険の保険者等の指導監査状況
○社会保険診療報酬支払基金支部の指導状況

【医療課】 ○特定機能病院の立入検査状況
○保険医療機関等に係る特定共同指導等の実施状況

【調査課】 ○行政文書の開示請求状況（医療指導部門）
○医療指導部門における訴訟対応状況

【指導監査課・ ○保険医療機関等の指導状況
　各県事務所】 ○指定訪問看護事業者の指導状況

○柔道整復師の指導状況
○施設基準等の調査状況
○保険医療機関等の指定及び保険医等の登録状況

【社会保険審査官室】 ○審査請求の受付・処理状況

【麻薬取締部】 ○不正薬物の取締状況
○許認可件数状況
○立入検査状況
○薬物乱用防止教室等講演状況

２ 各業務の実績推移等
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【総務課】

○国家試験の状況

◆医師

年度 実施回 受験者数（名） 合格率（％）
【参考】

合格率(%)（全国）

２５年度 第108回 532 88.7 90.6

２６年度 第109回 544 90.9 91.2

２７年度 第110回 579 90.8 91.5

◆助産師

年度 実施回 受験者数（名） 合格率（％）
【参考】

合格率(%)（全国）

２５年度 第97回 87 97.7 96.9

２６年度 第98回 83 100.0 99.9

２７年度 第99回 81 100.0 99.8

◆保健師

年度 実施回 受験者数（名） 合格率（％）
【参考】

合格率(%)（全国）

２５年度 第100回 902 87.2 86.5

２６年度 第101回 865 99.6 99.4

２７年度 第102回 483 92.5 89.8

◆看護師

年度 実施回 受験者数（名） 合格率（％）
【参考】

合格率(%)（全国）

２５年度 第103回 3,275 83.7 89.8

２６年度 第104回 3,387 85.2 90.0

２７年度 第105回 3,489 85.5 89.4

◆薬剤師

年度 実施回 受験者数（名） 合格率（％）
【参考】

合格率(%)（全国）

２５年度 第99回 597 55.1 60.8

２６年度 第100回 483 51.3 63.2

２７年度 第101回 507 61.3 76.8
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○行政文書の開示請求状況

（単位：件）

年度 年金・健康福祉部門 医療指導部門 麻薬取締部門 計

２５年度 3 147 0 150

２６年度 0 140 0 140

２７年度 0 67 0 67

【企画調整課】

○四国地方社会保険医療協議会（総会）の開催状況

年度 開催状況

第1回　平成25年8月開催

第2回　平成25年10月開催

第3回　平成25年12月開催

第4回　平成26年2月開催

第1回　平成26年10月開催

第2回　平成27年2月開催

２７年度 1回

○「国民の皆様の声」の状況

（単位：件）

年度 年金・健康福祉部門 医療指導部門 麻薬取締部門 計

２５年度 3 3 0 6

２６年度 3 8 0 11

２７年度 4 4 0 8

※麻薬取締部門に関しては麻薬取締部による集計報告

第1回　平成28年3月開催

備　考

２５年度 ４回

２６年度 ２回
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【年金管理課】

○日本年金機構の徴収職員及び収納職員の認可状況

（単位：人）

年度

２５年度

２６年度

２７年度

○日本年金機構が行う滞納処分等の認可及び確認状況

（単位：件）

年度

２５年度

２６年度

２７年度

○日本年金機構が行う立入検査等の認可及び確認状況

（単位：件）

２５年度

２６年度

２７年度

○日本年金機構が行う受給権者及び被保険者調査の認可及び確認状況

（単位：件）

年度

２５年度

２６年度

２７年度

45 44

認可件数 確認結果

47,967 1,967

徴収職員 収納職員

59 48

60 59

46,049 2,370

44,486 2,398

年度 認可件数
結果報告の状況

認可件数 実施件数 未実施件数

4,186

※結果報告の状況について、25年度は平成24年9月～平成25年8月、26年度は平成25年9月～平
成26年3月、27年度は平成26年4月～平成27年3月の件数である。

認可件数 実施件数

23,825 22,175 18,699 3,476

26,561 9,421 7,020 2,401

36 35

44 40

35 21

28,544 26,555 22,369
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○国民年金等事務取扱交付金の交付状況

■法定受託事務に係る交付金

市町村数 市町村数 市町村数

徳島県 24 24 24

香川県 17 17 17

愛媛県 20 20 20

高知県 34 34 34

計 95 95 95

■協力・連携に係る交付金

市町村数 市町村数 市町村数

徳島県 24 24 24

香川県 17 17 17

愛媛県 20 20 20

高知県 34 34 34

計 95 95 95

○日雇特例被保険者の適用及び徴収に係る交付金の交付状況等

■事務指定市町村数

年度 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 計

２５年度 6 0 0 3 9

２６年度 6 0 0 3 9

２７年度 6 0 0 3 9

■交付金の状況

市町村数 手帳交付等件数 交付額（円） 市町村数 手帳交付等件数 交付額（円） 市町村数 手帳交付等件数 交付額（円）

徳島県 5 26 2,063 5 23 1,825 5 21 1,666

香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高知県 2 11 873 2 12 953 2 12 953

計 7 37 2,936 7 35 2,778 7 33 2,619

137,290 149,754 151,728

147,925 163,680 164,849

２５年度 ２６年度 ２７年度

交付額（千円） 交付額（千円） 交付額（千円）

678,973 730,808 749,990

２４年度 ２５年度 ２６年度

252,368 263,899 259,851

141,390 153,475 173,562

16,922 22,205 36,531

28,871 36,933 54,697

交付額（千円） 交付額（千円） 交付額（千円）

12,612 15,448 23,546

２５年度 ２６年度 ２７年度

12,545 14,061 19,676

70,950 88,647 134,450

（単位：市町村）
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○社会保険労務士会員数

会員数 法人数 会員数 法人数 会員数 法人数

徳島県 160 2 166 2 173 2

香川県 276 3 286 4 283 6

愛媛県 333 6 338 7 353 10

高知県 171 0 173 0 175 0

計 940 11 963 13 984 18

○年金委員数

職域型 地域型 計 職域型 地域型 計 職域型 地域型 計

徳島県 1,222 19 1,241 1,204 21 1,225 1,185 19 1,204

香川県 2,523 75 2,598 2,528 79 2,607 2,495 67 2,562

愛媛県 2,658 94 2,752 2,671 99 2,770 2,618 80 2,698

高知県 1,287 18 1,305 1,273 19 1,292 1,274 13 1,287

計 7,690 206 7,896 7,676 218 7,894 7,572 179 7,751

（単位：人）

２５年度 ２６年度 ２７年度

（単位：人）

２５年度 ２６年度 ２７年度
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○学生納付特例事務法人指定状況 （平成28年3月31日現在）

県名 指定校名 指定年月日

徳島県

徳島県立富岡東高等学校 22.10.14

専修学校徳島県美容学校 23. 5.10

四国歯科衛生士学院専門学校 24. 5. 7

徳島医療福祉専門学校 26.10. 1

24. 4. 9

四国医療福祉専門学校 24.10.15

愛媛大学 20. 4.17

愛媛十全医療学院 20. 5.23

香川県

香川県立保健医療大学 20. 4. 1

木田地区医師会付属准看護学院 23. 6. 6

香川大学 23. 7.25

香川短期大学

高知県

高知県立中村高等技術学校 26. 2.28

高知県立高知高等技術学校 26. 3. 7

土佐情報経理専門学校 20. 4. 1

土佐リハビリテーションカレッジ

四国医療技術専門学校 24.10.15

東城看護専門学校 25.12. 3

今治明徳短期大学 26.12. 3

愛媛県

高知県立幡多看護専門学校 27.8.7

松山歯科衛生士専門学校

24.10. 1松山ビジネスカレッジ　クリエイティブ校

松山ビジネスカレッジ　ビジネス校

松山城南高等学校 24. 2.21

高知福祉専門学校
24.10.15

四国医療工学専門学校

高知開成専門学校 26. 6.19

高知大学 27. 1. 9

RKC調理師学校 23.12.12

高知リハビリテーション学院 24. 4. 1

高知医療学院 24. 9.25

21. 5.19

高知県立大学
23. 4. 1

高知短期大学

高知理容美容専門学校 23. 8.19

十全看護専門学校 27.7.6

23.12.12

専門学校香川理容美容アカデミー
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【年金審査課】
※平成27年4月新設

○訂正請求の受付・処理状況

国民年金 厚生年金保険 計

受付件数（※1） 13 99 112

処理件数（※2） 14 102 116

　四国厚生支局で処理 10 43 53

　訂正決定（※3） 0 12 12

　不訂正決定 10 31 41

　 　請求却下 0 0 0

0 42 42

4 17 21

※1　受付件数は、平成27年4月～平成28年3月の間に四国厚生支局の管内の年金事務所が
訂正請求書を受理した件数です。

※2　処理件数は、平成27年3月～平成28年3月に受け付けた訂正請求のうち、平成27年4月
～平成28年3月の間に①四国厚生支局が処理した件数、②日本年金機構が記録訂正した件
数、③訂正請求が取下げ等となった件数です。

※3　訂正決定の件数は、請求期間の一部について訂正決定した事案を含みます。

日本年金機構で記録訂正

訂正請求の取下げ等

２７年度
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【健康福祉課】

○各種養成施設等の指定（認定）状況

（単位：数）

２５年度 ２６年度 ２７年度

0 0 0

0 0 0

5 1 1

0 0 0

1 0 0

0 1 4

0 0 0

○財産処分の処理状況

（単位：件）

年度 承認  包括承認事項 計

２５年度 11 24 35

２６年度 11 42 53

２７年度 8 39 47

○民生委員数の状況
（単位：人数）

年度 民生委員数
うち主任児童
委員数

２５年度 9,229 974

２６年度 9,247 977

２７年度 9,245 977

○医療観察法の移送状況
（単位：件）

年度
入院決定
（移送）

通院決定 不処遇 計

２５年度 13 2 1 16

２６年度 10 1 2 13

２７年度 7 2 0 9

福祉系高等学校等

あ・は・き　養成施設

※指定保育士養成施設については、平成28年3月31日から、都道府県が指定等の事務を
行っています。
　このため、27年度における指定状況は、平成28年3月30日までに支局が行った件数になり
ます。

管理栄養士養成施設

栄養士養成施設

指定保育士養成施設

科目確認大学等（社会福祉士）

介護福祉士養成学校
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○補助金等の交付決定状況

（単位：円）

件数 交付決定額 件数 交付決定額 件数 交付決定額

結核医療費負担金 14 65,102,271 14 68,992,335 12 65,343,643

結核医療費補助金 13 7,122,642 14 4,036,460 13 5,815,772

原爆被爆者健康診断費交付金 7 10,515,630 7 10,204,383 7 10,601,210

原爆被爆者手当交付金 8 695,030,385 8 653,519,462 8 648,649,098

原爆被爆者葬祭料交付金 8 22,533,168 6 22,681,382 8 20,619,439

児童扶養手当給付費負担金 126 6,444,533,414 84 6,282,966,606 126 6,198,616,089

児童入所施設措置費等負担金 64 3,338,958,017 70 3,364,269,047 70 3,585,210,166

保育所運営費負担金 130 11,842,522,713 125 12,347,077,036 － －

特別児童扶養手当事務取扱交付金 188 31,180,309 188 31,629,073 186 32,627,482

特別障害者手当等給付費負担金 126 1,250,959,447 84 1,233,125,370 84 1,255,443,585

婦人保護事業費負担金 8 34,260,223 8 34,426,982 8 33,797,915

婦人相談所運営費負担金 8 1,052,000 8 1,037,820 8 1,074,685

婦人保護事業費補助金 6 20,161,869 6 20,811,727 6 21,036,125

保健衛生施設等施設整備費国庫補助金 1 1,987,000 1 100,000 3 139,906,000

保健衛生施設等設備整備費国庫補助金 19 41,903,000 24 35,155,000 65 41,033,000

保健衛生施設等災害復旧費補助金 0 0 0 0 0 0

社会福祉施設等施設整備費補助金 19 359,569,000 19 427,099,000 15 545,327,000

社会福祉施設等災害復旧費補助金 0 0 2 33,817,000 0 0

地域介護・福祉空間整備等施設整備
交付金

9 363,475,000 26 618,086,000 15 166,297,000

地域介護・福祉空間整備推進交付金 5 36,000 15 128,485,000 1 3,000,000

次世代育成支援対策施設整備交付金 1 8,390,000 1 34,920,000 7 340,263,000

保育所等整備交付金 － － － － 16 1,142,063,000

計 760 24,539,292,088 710 25,352,439,683 658 14,256,724,209

補助金等名称
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
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【保険年金課】

○健康保険組合の認可等状況

（単位：件）

年度 規約改正等の認可 届出等の受理
大臣への提出
書類の経由

公法人証明、
印鑑証明等

２５年度 20 107 303 194

２６年度 12 130 315 83

２７年度 15 125 302 94

○全国健康保険協会の認可等状況

（単位：件）

年度 立入検査等の認可

２６年度 13

２７年度 53

○厚生年金基金の認可等状況

（単位：件）

年度 規約改正等の認可 届出等の受理
大臣への提出
書類の経由

公法人証明、
印鑑証明等

２５年度 24 109 272 308

２６年度 24 87 289 160

２７年度 16 88 186 165

○国民年金基金の認可等状況

（単位：件）

年度 規約改正等の認可 届出等の受理
大臣への提出
書類の経由

公法人証明、
印鑑証明等

２５年度 0 4 32 14

２６年度 0 8 28 4

２７年度 0 25 38 14

○確定給付企業年金、確定拠出年金の承認等状況

■確定給付企業年金 （単位：件）

年度 規約改正等の承認等 届出等の受理
大臣への提出
書類の経由

公法人証明、
印鑑証明等

２５年度 27 219 282 42

２６年度 25 232 241 6

２７年度 14 245 244 22

■確定拠出年金 （単位：件）

年度 規約改正等の承認 届出等の受理

２５年度 28 115

２６年度 22 125

２７年度 13 128

　※　当該認可業務は、平成26年4月1日業務開始。
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【管理課】

○国民健康保険の保険者等の指導監査状況

（単位：件）

年度 県 市町村 国保組合 国保連合会 計

２５年度 4 4 0 2 10

２６年度 4 4 0 2 10

２７年度 4 4 0 2 10

○後期高齢者医療保険の保険者等の指導監査状況

（単位：件）

年度 県 市町村 広域連合 国保連合会 計

２５年度 4 4 4 2 14

２６年度 4 4 4 2 14

２７年度 4 4 4 2 14

○社会保険診療報酬支払基金支部の指導状況

（単位：件）

年度 件数

２５年度 1

２６年度 1

２７年度 2
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【医療課】

○特定機能病院の立入検査状況

（単位：件）

年度 立入検査

２５年度 4

２６年度 4

２７年度 8

○保険医療機関等に係る特定共同指導等の実施状況

（単位：件）

年度 特定共同指導 共同指導

２５年度 1 8

２６年度 1 8

２７年度 2 8

【調査課】
※平成26年4月新設

○行政文書の開示請求状況（医療指導部門）

（単位：件）

年度 処理件数

２６年度 140

２７年度 67

○医療指導部門における訴訟対応状況

（単位：件）

年度 処理件数

２６年度 1

２７年度 0
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【指導監査課・各県事務所（徳島、愛媛、高知）】

○保険医療機関等の指導状況

■医科・病院 （単位：件）

年度 県別
新規個別
指導

集団指導
集団的
個別指導

個別指導

徳島 0 117 6 5

香川 0 92 5 4

愛媛 0 140 11 12

高知 0 130 10 8

計 0 479 32 29

徳島 0 2 5 4

香川 0 2 6 5

愛媛 0 2 7 7

高知 1 5 6 10

計 1 11 24 26

徳島 0 115 8 5

香川 1 98 5 4

愛媛 0 147 10 6

高知 0 137 9 5

計 1 497 32 20

■医科・診療所 （単位：件）

年度 県別
新規個別
指導

集団指導
集団的
個別指導

個別指導

徳島 10 628 30 22

香川 18 711 30 24

愛媛 20 1,008 65 38

高知 7 460 21 12

計 55 2,807 146 96

徳島 8 33 25 17

香川 16 54 33 17

愛媛 21 63 56 29

高知 10 29 24 16

計 55 179 138 79

徳島 9 622 28 18

香川 8 726 23 22

愛媛 11 1,012 39 38

高知 4 444 22 10

計 32 2,804 112 88

２５年度

２６年度

２７年度

２５年度

２６年度

２７年度
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■歯科 （単位：件）

年度 県別
新規個別
指導

集団指導
集団的
個別指導

個別指導

徳島 7 418 34 18

香川 7 483 36 20

愛媛 10 703 55 28

高知 5 360 27 15

計 29 1,964 152 81

徳島 6 21 35 18

香川 9 9 37 20

愛媛 9 31 58 29

高知 7 7 28 15

計 31 68 158 82

徳島 8 452 32 16

香川 13 493 30 19

愛媛 9 659 54 29

高知 10 392 30 13

計 40 1,996 146 77

■薬局 （単位：件）

年度 県別
新規個別
指導

集団指導
集団的
個別指導

個別指導

徳島 30 396 30 14

香川 35 554 39 20

愛媛 31 545 41 22

高知 19 406 28 15

計 115 1,901 138 71

徳島 11 30 30 15

香川 27 68 40 20

愛媛 26 56 43 22

高知 13 35 24 15

計 77 189 137 72

徳島 22 439 31 15

香川 27 569 40 21

愛媛 30 591 43 22

高知 15 424 30 15

計 94 2,023 144 73

２７年度

２５年度

２６年度

２７年度

２５年度

２６年度
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○指定訪問看護事業者の指導状況

（単位：件）

年度 県別 集団指導 個別指導

徳島 58 0

香川 36 0

愛媛 92 0

高知 44 0

計 230 0

徳島 7 0

香川 9 0

愛媛 14 0

高知 3 0

計 33 0

徳島 3 0

香川 5 1

愛媛 15 0

高知 5 0

計 28 1

○柔道整復師の指導状況

（単位：件）

年度 県別 集団指導 個別指導

徳島 22 0

香川 36 1

愛媛 27 3

高知 5 5

計 90 9

徳島 24 0

香川 35 2

愛媛 33 1

高知 9 2

計 101 5

徳島 31 0

香川 46 2

愛媛 32 0

高知 8 2

計 117 4

２５年度

２６年度

２７年度

２５年度

２６年度

２７年度
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○施設基準等の調査状況

（単位：件）

年度 県別 医科・病院 医科・診療所 歯科 薬局

徳島 29 25 0 0

香川 23 21 0 0

愛媛 33 27 0 0

高知 34 17 0 0

計 119 90 0 0

徳島 38 0 0 0

香川 31 17 0 0

愛媛 41 0 0 0

高知 35 8 0 0

計 145 25 0 0

徳島 38 0 0 0

香川 31 9 0 0

愛媛 41 0 0 0

高知 37 7 0 0

計 147 16 0 0

○保険医療機関等の指定及び保険医等の登録状況

■保険医療機関等の指定状況 （単位：件）

年度 県別 医科 歯科 薬局

徳島 783 451 377

香川 795 494 503

愛媛 1,217 712 537

高知 608 374 376

計 3,403 2,031 1,793

徳島 773 451 383

香川 796 499 516

愛媛 1,214 714 557

高知 597 380 378

計 3,380 2,044 1,834

徳島 751 456 388

香川 796 500 514

愛媛 1,211 716 562

高知 591 382 373

計 3,349 2,054 1,837

２７年度

２５年度

２６年度

２７年度

２５年度

２６年度
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■指定訪問看護事業者の指定状況

年度 県別 件数

徳島 72

香川 53

愛媛 112

高知 48

計 285

徳島 72

香川 57

愛媛 128

高知 55

計 312

徳島 77

香川 71

愛媛 139

高知 60

計 347

■保険医等の登録状況 （単位：件）

年度 県別 医師 歯科医師 薬剤師

徳島 3,085 956 2,161

香川 3,239 843 2,424

愛媛 4,470 1,055 2,565

高知 2,576 576 1,982

計 13,370 3,430 9,132

徳島 3,101 959 2,186

香川 3,288 843 2,482

愛媛 4,550 1,058 2,628

高知 2,615 586 1,996

計 13,554 3,446 9,292

徳島 3,149 965 2,222

香川 3,299 854 2,563

愛媛 4,578 1,062 2,714

高知 2,662 594 2,025

計 13,688 3,475 9,524

２５年度

２６年度

２７年度

２５年度

２６年度

２７年度
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■柔道整復師（施術所）の届出・申出状況

年度 県別 件数

徳島 265

香川 385

愛媛 272

高知 208

計 1,130

徳島 279

香川 397

愛媛 293

高知 210

計 1,179

徳島 277

香川 413

愛媛 335

高知 211

計 1,236

２５年度

２６年度

２７年度
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【社会保険審査官室】

○審査請求の受付・処理状況

【受付】 （単位：件）

年度 受付

２５年度 3,996

２６年度 241

２７年度 570

【処理】 （単位：件）

年度 処理 取り下げ 移送 計

２５年度 3,985 11 1 3,997

２６年度 238 11 3 252

２７年度 563 11 1 575
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【麻薬取締部】

○不正薬物の取締状況

年度 検挙件数 検挙人員

２５年度 18 15

２６年度 35 32

２７年度 29 31

○許認可件数状況

年度 麻薬関係 向精神薬関係
麻薬向精神薬
原料関係

覚醒剤・
大麻関係

けし 計

２５年度 108 5 6 1 0 120

２６年度 79 5 4 1 1 89

２７年度 95 3 8 0 1 107

○立入検査状況

（単位：件）

年度 麻薬関係 向精神薬関係 覚せい剤関係 計

２５年度 87 106 76 269

２６年度 28 34 28 90

２７年度 78 73 31 182

○薬物乱用防止教室等講演状況

年度 講演回数 受講者数

２５年度 9 1,306

２６年度 14 1,611

２７年度 42 7,328
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○養成施設・学校一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・【健康福祉課】

　【栄養士・管理栄養士】

　【指定保育士】　※平成28年3月30日現在

　【社会福祉士】

　【介護福祉士】

　【あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師】

○健康保険組合一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【保険年金課】

○全国健康保険協会支部一覧・・・・・・・・・・・・・・・【保険年金課】

○厚生年金基金一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【保険年金課】

○国民年金基金一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【保険年金課】

○国民健康保険団体連合会一覧・・・・・・・・・・・・・・【管理課】

○後期高齢者医療広域連合一覧・・・・・・・・・・・・・・【管理課】

○社会保険診療報酬支払基金支部一覧・・・・・・・・・・・【管理課】

○特定機能病院一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【医療課】

３ 管内の主な関係法人・団体等
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○養成施設・学校一覧

【栄養士・管理栄養士】

入学 修業 入学 修業

定員 年限 定員 年限

［管理栄養士］

1 徳島県 徳島大学医学部医科栄養学科 国立大学法人 徳島大学 50 4

2 徳島県 徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科 （学）村崎学園 90 4

3 徳島県 四国大学生活科学部管理栄養士養成課程 （学）四国大学 70 4

4 高知県 高知県立大学健康栄養学部健康栄養学科 高知県公立大学法人 40 4

［栄養士］

1 徳島県
四国大学短期大学部
人間健康科食物栄養専攻

（学）四国大学 40 2

2 徳島県
徳島文理大学短期大学部
生活科学科食物専攻

（学）村崎学園 40 2

3 香川県
香川短期大学
生活文化学科食物栄養専攻

（学）尽誠学園 50 2

4 愛媛県
今治明徳短期大学
ライフデザイン学科食物栄養コース

（学）今治明徳学園 30 2

5 愛媛県
松山東雲短期大学
生活科学科食物栄養専攻

（学）松山東雲学園 80 2

6 高知県
高知学園短期大学
生活科学学科

（学）高知学園 80 2

番号 県名 名　　　　　称 設  置  者

昼 間 昼 間

(平成28年3月31日現在）

栄養士 管理栄養士

各養成施設（所）に関する詳しい情報については、四国厚生支局ホームページの各種養成施設関係

をご確認ください。
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【指定保育士】

1 徳島県 徳島文理大学短期大学部保育科 70 2

2 徳島県 徳島文理大学人間生活学部児童学科 110 4

3 徳島県 四国大学短期大学部幼児教育保育科 80 2

4 徳島県 四国大学生活科学部児童学科保育学コース 70 4

5 徳島県
鳴門教育大学学校教育学部学校教育教員養成課
程幼児教育専修

国立大学法人　鳴門教育
大学

5 4

6 徳島県 専門学校穴吹福祉医療カレッジこども保育学科 （学）穴吹学園 30 2

7 徳島県 徳島健祥会福祉専門学校保育学科 (福）健祥会 30 2

8 香川県 香川短期大学子ども学科第Ⅰ部 60 2

9 香川県 香川短期大学子ども学科第Ⅲ部 40 3

10 香川県
四国学院大学社会福祉学部社会福祉学科保育士
養成コース

（学）四国学院 40 4

11 愛媛県
環太平洋大学短期大学部人間発達学科子ども教育
専攻

（学）創志学園 70 2

12 愛媛県 今治明徳短期大学幼児教育学科 （学）今治明徳学園 40 2

13 高松市 高松短期大学保育学科 80 2

14 高松市 高松大学発達科学部子ども発達学科 70 4

15 高松市
香川大学教育学部学校教育教員養成課程
幼児教育コース

国立大学法人　香川大学 10 4

16 高松市
専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジこども保育学
科

（学）穴吹学園 30 2

17 高松市 守里会看護福祉専門学校保育学科 (福)守里会 50 2

18 松山市 松山東雲短期大学保育科 100 2

19 松山市
松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科
子ども専攻

50 4

20 松山市 聖カタリナ大学短期大学部保育学科 （学）聖カタリナ学園 100 2

21 松山市
愛媛大学教育学部学校教育教員養成課程
保育士養成コース

国立大学法人　愛媛大学 12 4

22 松山市 河原医療福祉専門学校こども未来科 （学）河原学園 40 2

23 高知市 高知学園短期大学幼児保育学科 （学）高知学園 80 2

24 高知市 高知福祉専門学校こども福祉学科 （学）すみれ学園 50 2

25 高知市 龍馬看護ふくし専門学校子ども未来学科 （学）龍馬学園 40 2

26 高知市
高知大学教育学部学校教育教員養成課程幼児教
育コース

国立大学法人 高知大学 12 48

昼 間

(平成28年3月30日現在）

入学
定員

修業
年限番号 県名 名　　　　　称 設  置  者

（学）尽誠学園

（学）四国高松学園

（学）松山東雲学園

（学）四国大学

（学）村崎学園
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【社会福祉士】（科目等確認大学）

1 徳島県 徳島健祥会福祉専門学校保育福祉学科 （福）健祥会 20 3

2 徳島県 専門学校穴吹福祉医療カレッジこども・社会福祉学科 （学）穴吹学園 30 3

3 徳島県 徳島文理大学保健福祉学部人間福祉学科 （学）村崎学園 40 4

4 徳島県 徳島大学歯学部口腔保健学科 国立大学法人 徳島大学 15 4

5 香川県 四国学院大学社会福祉学部社会福祉学科 （学）四国学院 130 4

6 香川県 香川短期大学生活文化学科生活介護福祉専攻 （学）尽誠学園 40 2

8 愛媛県
河原医療福祉専門学校社会福祉メディカルソーシャル科社会福祉士
コース

15 3

9 愛媛県
河原医療福祉専門学校社会福祉メディカルソーシャル科精神保健福
祉士コース

15 3

10 愛媛県 松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科 （学）松山東雲学園 20 4

11 愛媛県 松山大学人文学部社会学科社会福祉士課程 （学）松山大学 16 4

12 愛媛県 聖カタリナ大学人間健康福祉学部社会福祉学科介護福祉専攻 20 4

13 愛媛県 聖カタリナ大学人間健康福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻 60 4

14 愛媛県
聖カタリナ大学人間健康福祉学部健康福祉マネジメント学科
福祉マネジメント専攻

30 4

15 愛媛県
聖カタリナ大学人間健康福祉学部健康福祉マネジメント学科
健康スポーツマネジメント専攻

50 4

16 高知県
龍馬看護ふくし専門学校福祉保育学科社会福祉士
受験資格取得コース

（学）龍馬学園 20 3

17 高知県 高知福祉専門学校社会福祉学科 （学）すみれ学園 80 3

18 高知県 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 高知県公立大学法人 70 4

（学）聖カタリナ学園

昼 間

　

(平成28年3月31日現在）

入学
定員名　　　　　称 設  置  者

（学）河原学園

修業
年限番号 県名

※ 「科目等確認大学」とは、社会福祉に関する科目を定める省令の規定に基づき、開講科目

（実習演習科目）について、諸要件を満たしていることを確認した大学等です。
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【介護福祉士】(福祉系高校及び特例高校を含む)

［養成学校］

1 徳島県 四国大学短期大学部人間健康科介護福祉専攻 （学）四国大学 50 2

2 香川県 香川短期大学生活文化学科生活介護福祉専攻 40 2

3 香川県 香川短期大学専攻科（福祉専攻） 30 1

4 愛媛県
今治明徳短期大学ライフデザイン学科介護福祉
コース

（学）今治明徳学園 40 2

5 愛媛県
聖カタリナ大学人間健康福祉学部
社会福祉学科介護福祉専攻

（学）聖カタリナ学園 20 4

6 愛媛県 松山東雲短期大学生活科学科介護福祉専攻 （学）松山東雲学園 40 2

7 高知県
高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科
介護福祉課程

高知県公立大学法人 30 4

［福祉系高校］

1 徳島県 小松島西高等学校福祉科 徳島県 35 3

2 香川県 高松南高等学校福祉科 香川県 30 3

3 愛媛県 松山城南高等学校福祉科 （学）松山学院 40 3

4 愛媛県 川之石高等学校総合学科･福祉サービス系列 愛媛県 25 3

［特例高校］

5 徳島県 鳴門渦潮高等学校総合学科生活福祉系列 徳島県 16 3

6 香川県 飯山高等学校総合学科･福祉系列 香川県 27 3

7 愛媛県 北条高等学校総合学科･生活福祉系列 愛媛県 26 3

8 愛媛県
新居浜南高等学校総合学科･福祉サービス系
列

愛媛県 24 3

番号 県名 名　　　　　称 設  置  者

昼 間 夜 間

（学）尽誠学園

(平成28年3月31日現在）

入学
定員

修業
年限

入学
定員

修業
年限
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【あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師】

1 香川県 四国医療専門学校 (学)大麻学園 30 高卒３

入学
定員

修業
年限

入学
定員

修業
年限

(平成28年3月31日現在）

番号 県名 学　校　名 設　置　者

あんま、はり、きゅう

昼 間 夜 間

94



（平成28年3月31日現在）

組　合　名　称 郵便番号 所　　在　　地

阿波銀行健康保険組合 770-0901 徳島市西船場町2-24-1

大塚製薬健康保険組合 771-0192 徳島市川内町加賀須野463-30

徳島銀行健康保険組合 770-0931 徳島市富田浜1-16

四国電力健康保険組合 760-0033 高松市丸の内2-5

百十四銀行健康保険組合 760-0050 高松市亀井町5-1

大倉工業健康保険組合 763-8508 丸亀市中津町1515

神島化学健康保険組合 769-1103 三豊市詫間町香田80

四電工健康保険組合 761-8565 高松市花ノ宮町2-3-9

タダノ健康保険組合 761-0185 高松市新田町甲34

香川銀行健康保険組合 760-8576 高松市亀井町6-1

四国地区信用金庫健康保険組合 760-0027 高松市紺屋町2-6

伊予鉄道健康保険組合 790-0012 松山市湊町4-4-1

伊予銀行健康保険組合 790-0003 松山市三番町4‐12‐1

住友共同電力健康保険組合 792-0002 新居浜市磯浦町16-5

愛媛銀行健康保険組合 790-0874 松山市南持田町27-1

井関農機健康保険組合 799-2692 松山市馬木町700

大王製紙健康保険組合 799-0403 四国中央市三島朝日2-12-45

来島どっく健康保険組合 799-2203 今治市大西町新町甲945

帝人グループ健康保険組合 791-8530 松山市北吉田町77

三浦グループ健康保険組合 799-2696 松山市堀江町7

四国銀行健康保険組合 780-0833 高知市南はりまや町1-1-1

高知銀行健康保険組合 780-0834 高知市堺町2-24

キタムラ健康保険組合 780-0870 高知市本町4-1-16

近森会健康保険組合 780-0056 高知市北本町1-1-28

（平成28年3月31日現在）

協　会　支　部　名　称 郵便番号 所　　在　　地

全国健康保険協会　徳島支部 770-8541 徳島市沖浜東3-46　Ｊビル西館１階

全国健康保険協会　香川支部 760-8564 高松市鍛冶屋町3　香川三友ビル７階

全国健康保険協会　愛媛支部 790-8546 松山市三番町7-1-21　ジブラルタ生命松山ビル５階

全国健康保険協会　高知支部 780-8501 高知市本町4-2-40　ニッセイ高知ビル６階

○健康保険組合一覧

○全国健康保険協会 支部一覧
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郵便番号

770-0847

760-0024

760-0011

791-1114

791-8021

799-3194

790-0001

790-0002

781-8121

※　徳島県病院厚生年金基金については、平成28年5月1日付所在地変更後のもの

※　ヤマキ厚生年金基金については、平成28年4月1日付で企業年金基金へ移行済み。

※　愛媛県医療機関厚生年金基金については、平成28年7月1日付で企業年金基金へ移行済み。

郵便番号

770-0944

760-0005

790-0001

780-0823

○厚生年金基金一覧

（平成28年3月31日現在）

基　金　名　称 所　　在　　地

徳島県病院厚生年金基金 徳島市幸町3-61

四国薬業厚生年金基金 高松市兵庫町8-1　

香川県医師会厚生年金基金 高松市浜ノ町73-4

愛媛県自動車厚生年金基金 松山市井門町190-1

（平成28年3月31日現在）

四国木材厚生年金基金 松山市六軒家町3-24

ヤマキ厚生年金基金 伊予市米湊1698-6

愛媛県機械金属工業厚生年金基金 松山市一番町4-1-1

愛媛県医療機関厚生年金基金 松山市二番町4-4-2

高知県機械金属工業厚生年金基金 高知市葛島1-5-32

○国民年金基金一覧

愛媛県国民年金基金 松山市一番町1-14-10　井出ビル５階

高知県国民年金基金 高知市菜園場町1-21　四国総合ビル８階

基　金　名　称 所　　在　　地

徳島県国民年金基金 徳島市南昭和町1-23　三谷第一ビル２階

香川県国民年金基金 高松市宮脇町1-1-23　帝大ビル６階
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○国民健康保険団体連合会一覧

（平成28年3月31日現在）

県名 名称 所在地

徳島県 徳島県国民健康保険団体連合会 徳島市川内町平石若松78-1

香川県 香川県国民健康保険団体連合会 高松市福岡町2-3-2

愛媛県 愛媛県国民健康保険団体連合会 松山市高岡町101-1

高知県 高知県国民健康保険団体連合会 高知市丸ノ内2-6-5

○後期高齢者医療広域連合一覧

（平成28年3月31日現在）

県名 名称 所在地

徳島県 徳島県後期高齢者医療広域連合 徳島市川内町平石若松78-1

香川県 香川県後期高齢者医療広域連合 高松市福岡2-3-2

愛媛県 愛媛県後期高齢者医療広域連合 松山市北条辻6番地

高知県 高知県後期高齢者医療広域連合 高知市丸ノ内2-4-1

○社会保険診療報酬支払基金支部一覧

（平成28年3月31日現在）

県名 支部名 所在地

徳島県 社会保険診療報酬支払基金徳島支部 徳島市末広2-1-25

香川県 社会保険診療報酬支払基金香川支部 高松市朝日町2-17-3

愛媛県 社会保険診療報酬支払基金愛媛支部 松山市六軒家町2-13

高知県 社会保険診療報酬支払基金高知支部 高知市神田593
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精神 感染 結核 療養 一般 総数

徳島県 徳島大学病院 国立大学法人 徳島市蔵本町２丁目５０番地の１ 45 8 643 696

香川県 香川大学医学部附属病院 国立大学法人 木田郡三木町大字池戸１７５０番地１ 26 587 613

愛媛県 愛媛大学医学部附属病院 国立大学法人 東温市志津川 40 586 626

高知県 高知大学医学部附属病院 国立大学法人 南国市岡豊町小蓮１８５番地１ 30 583 613

計 4施設 141 8 0 0 2,399 2,548

○特定機能病院一覧

（平成２８年３月３１日現在）

県名 施　設　名 開　設　者 所　在　地

医療法許可病床数

備考
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○ 国有財産管理及び売却状況                                  （平成 28 年 3 月 31 日現在） 
県 物件名 住所 物件概要 財産 写真 

徳

島

県 

西麻植職員宿舎 徳島県吉野川市鴨

島町西麻植字麻植

市 143-3 

（土地）264.49 ㎡ 
（建物）地上２階 コンクリート

ブロック建（S47.3） 

普通

財産 
 

藍住職員宿舎 
 

徳島県板野郡藍住

町 奥 野 字 矢 上 前

80-8 

（土地）166.02 ㎡ 
（建物）なし 
 

普通

財産 
 

香

川

県 

坂出船員保険保養所 香川県坂出市入船

町１丁目 2-31 
（土地）1,595.65 ㎡ 
（建物）地上４階 鉄筋コンク

リート建（S43.3） 

普通

財産 
 

愛

媛

県 

今治社保（上徳）公務
員宿舎 

愛媛県今治市上徳

字的場甲 304-1 
（土地）654.25 ㎡ 
（建物）地上２階 鉄筋コンク

リート建（S60.3） 

普通

財産 
 

宇和島社保（丸穂）公
務員宿舎 

愛媛県宇和島市丸

穂町１丁目甲 290-1 
（土地）440.57 ㎡ 
（建物）地上２階 鉄筋コンク

リート建（S60.3） 

普通

財産 
 

松山社保（西長戸）

公務員宿舎 
愛媛県松山市西長

戸町 249-1 
（土地）468.45 ㎡ 
（建物）地上２階 鉄筋コンク

リート建（H2.3） 

普通

財産 
 

内子船員保険保養所 
 

愛媛県喜多郡内子

町内子 3682 
（土地）9,986.65 ㎡ 
（建物）地上２階 鉄筋コンク

リート建（S59.3） 

普通

財産 
 

高

知

県 

耐火書庫 高知県高知市丸の

内 1-2-20 
（高知県庁内） 

（土地）0 ㎡ 
（建物）鉄筋コンクリート陸屋

根建（S39.6） 

普通

財産 
 

保険課長宿舎 
 

高知県高知市塩田

町 6-8 
（土地）271.00 ㎡ 
（建物）木造平家建 
    （S42.3） 

普通

財産 
 

福井一般職員宿舎 
 

高知県高知市福井

町 2269-28 
（土地）341.32 ㎡ 
（建物）地上２階 コンクリート

ブロック建（S47.3） 

普通

財産 
 

高知社保所長宿舎 
 

高知県高知市福井

東町 243-11 
（土地）201.77 ㎡ 
（建物）木造平家建 

（S43.3） 

普通

財産 
 

厚生年金高知リハビリテー

ション病院朝倉医員宿舎 
高知県高知市朝倉

本町 2-589-2 
（土地）359.94 ㎡ 
（建物）なし 
 

普通

財産 
 

瀬戸一般職員宿舎 
 

高知県高知市瀬戸

西町３丁目 111 
（土地）273.86 ㎡ 
（建物）なし 
 

普通

財産 
 

 

売却済 
平成２４年１月２３日 

売却済 
平成２４年１月５日 

売却済 
平成２４年３月２日 

売却済 
平成２４年３月２日 

売却済 
平成２４年４月２３日 

売却済 
平成２２年７月１５日 

売却済 
平成２４年９月１２日 

売却済 
平成２４年６月２９日 

売却済 
平成２５年９月９日 

売却済 
平成２５年３月５日 

売却済 
平成２５年５月２日 

売却済 
平成２８年３月７日 
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○ 厚生労働省と日本年金機構との関係 

 
 
  ○ 厚生労働省では、公的年金の財政責任・運営責任を担いつつ、一連の公的年

金の業務運営を日本年金機構に委任（注 1）・委託（注 2）しています。 

○ 日本年金機構では、厚生労働大臣の直接的な監督の下、公的年金の適用や保険

料の徴収、年金に関する相談や年金の決定を行っており、これらの実施の過程で

行政が関与する必要があるとされた業務については、厚生労働省が行うこととな

っています。 

○ 四国厚生支局では、厚生労働省の政策実施機関として、社会保険庁廃止後、地

方社会保険事務局の事務を継承するなどし、これら事務を処理しています。 

 

（注1）厚生労働大臣の権限で委任された業務（資格の取得・喪失確認、届出・申請書の

受付、年金手帳の交付など）については、日本年金機構名で日本年金機構が実施。 

（注2）厚生労働大臣から事務の委託を受けた業務（年金の裁定、年金の給付、納入告知・

督促など）については、厚生労働大臣名で日本年金機構が実施。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監督 
権限の委任 事務の委託 

日 本 年 金 機 構 

（業務運営を担う） 

厚生労働大臣名 

で機構が実施 

日本年金機構名 

で機構が実施 

届出等 

 被保険者・受給者・事業主 

○資格の得喪

の確認 

 

○届出・申請の

受付 

 

○厚生年金の

標 準 報 酬 額

の決定 

 

○滞納処分 

 

など 

○年金の裁定 

 

○年金の給付 

 

○原簿への記録 

 

○ねんきん定期

便の通知 

 

○納入告知・督

促 

など 

（財政責任・運営責任を担う） 

※ 保 険 料 の 徴 収

は、国の歳入徴収

官名で機構が実施 

厚 生 労 働 省 
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